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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
決算年月 平成17年６月平成18年６月平成19年６月平成20年６月平成21年６月

(1）連結経営指標等                     

売上高 (千円) 575,884998,257412,501521,685206,710

経常利益又は経常損失(△) (千円) 92,475257,231△409,797△271,686△167,438

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 53,731155,806△527,999△516,204△243,156

純資産額 (千円) 952,1791,220,578977,086323,891107,696

総資産額 (千円) 1,065,9141,474,9021,330,217339,484309,212

１株当たり純資産額 （円） 68,818.9912,737.368,208.273,048.17988.59

１株当たり当期純利益又は１株当たり

当期純損失(△)
（円） 6,445.932,490.79△5,174.89△5,000.05△2,355.25

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 （円） 5,617.671,691.63 － － －

自己資本比率 （％） 89.3 82.0 63.7 92.7 33.0

自己資本利益率 （％） 7.9 14.4 － － －

株価収益率 （倍） 62.06 16.74 － － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 97,77474,833△617,265△52,176△140,757

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △11,707△204,493114,663△63,431 8,630

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 489,641164,71084,717△29,387105,300

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 792,054827,105398,688125,80898,981

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（人）

34

(－)

37

(2)

27

(－)

18

(－)　

9

(－)

（注）１.売上高には消費税等は含まれておりません。

２.潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、第16期以降に関しては、潜在株式は存在するものの、１株当たり当

期純損失であるため記載しておりません。

３.株価収益率は、第16期以降に関しては、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

４.当社は平成17年９月５日付で株式１株につき２株の株式分割、平成17年12月１日付で株式１株につき３株の

株式分割を行っております。

   なお、第15期の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、当該株式分割が期首に行

われたものとして計算しております。

５.第15期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

 平成17年12月９日）を適用しております。

６.第15期より子会社㈱アルファ・イノベーションズ、第16期より子会社㈱アクシコ及び孫会社㈱アクシコエン

ターテインメントを新たに連結の範囲に含めております。

７.第17期より、子会社㈱アクシコ及び孫会社㈱アクシコエンターテインメントを持分法適用会社として会計処

理を行っております。
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回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
決算年月 平成17年６月平成18年６月平成19年６月平成20年６月平成21年６月

(2）提出会社の経営指標等                     

売上高 (千円) 306,874260,392111,02031,75014,350

経常利益又は経常損失（△） (千円) 22,763△63,04761,871△82,649△109,042

当期純利益又は当期純損失（△） (千円) 12,635△20,539△150,611△588,233△234,319

資本金 (千円) 471,310560,386617,207617,207617,207

発行済株式総数 （株） 13,83694,946103,240103,240103,240

純資産額 (千円) 877,636948,775947,212400,828162,944

総資産額 (千円) 963,776960,687964,407411,470277,477

１株当たり純資産額 （円） 63,431.349,874.649,374.003,793.401,523.74

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配当額）
（円）

－

(－)

－

(－)

－

(－)

－

(－)　

－

(－)

１株当たり当期純利益又は１株当たり

当期純損失（△）
（円） 1,515.83△328.35△1,476.13△5,697.72△2,269.66

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
（円） 1,321.06 － － － －

自己資本比率 （％） 91.1 97.6 100.3 95.2 56.7

自己資本利益率 （％） 2.0 － － － －

株価収益率 （倍） 263.88 － － － －

配当性向 （％） － － － － －

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）
（人）

15

(－)

2

(－)

2

(－)

4

(－)　

3

(－)

　（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、第15期以降に関しては１株当たり当期純損失を計上しているため

記載しておりません。

３．自己資本利益率については、第15期以降に関しては当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

４. 第14期につきましては、証券取引法第193条の２の規定に基づき、公認会計士加藤惠一郎氏、ポプラ公認会計

士共同事務所公認会計士田中裕之氏の監査を受けております。第15期から第16期につきましては、証券取引

法第193条の２の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受けております。第17期以降につきましては、金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、フロンティア監査法人の監査を受けております。

５．株価収益率は、第15期以降に関しては１株当たり当期純損失を計上しているため記載しておりません。

６．当社は平成17年９月５日付で株式１株につき２株の株式分割、平成17年12月１日付で株式１株につき３株の

株式分割を行っております。

なお、第15期の１株当たり当期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

７．第15期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しております。

８．当社は平成18年３月１日をもちまして、純粋持株会社へ移行いたしております。このため、第15期の財政状態

及び経営成績は、第14期以前と比較して大きく変動しております。
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２【沿革】
年月 事項

平成３年12月 出資金300万円で株式会社ボイス・アンド・イメージプロダクツ（現：株式会社ヴィ・アイ・

ピー）の子会社として北海道札幌市に有限会社として設立

平成８年11月 資本金を700万円増資し、資本金1,000万円となる

平成８年12月 有限会社から株式会社へ組織変更

平成11年１月 資本金を500万円増資し、資本金1,500万円となる

平成13年10月資本金を2,000万円増資し、資本金3,500万円となる

平成13年11月本店を札幌市白石区本郷通に移転

平成14年３月 日本証券業協会グリーンシート銘柄に指定

平成14年４月 公募増資により資本金を3,192万円増資し、資本金6,692万円となる

平成14年５月 第三者割当増資により資本金を1,374万円増資し、資本金8,066万円となる

平成15年６月 株式交換により、株式会社プライムファームを子会社化、資本金を8,285万円増資し、資本金１億

6,351万円となる

平成15年10月株式会社アルファークラフトの商号を株式会社アルファ・トレンドに変更

平成16年３月 証券会員制法人札幌証券取引所アンビシャスに株式を上場

平成17年６月 第三者割当増資により資本金4億7,131万円となる

平成17年７月 株式会社アルファ・インベストメントを設立し、投資事業を開始

平成17年９月 株式１株を２株に分割

平成17年12月株式１株を３株に分割

平成17年12月本社を移転（札幌市白石区南郷通）

平成18年３月 株式会社アルファ・トレンド・ホールディングスに商号変更

会社分割によりＩＴ事業を株式会社アルファ・テクノロジーへ継承し、純粋持ち株会社化

本社を移転（札幌市中央区）

平成18年７月 株式会社ビズライト・テクノロジーを設立し、ＩＴ事業の多角化を図るため解析事業を立ち上げ

平成19年２月 株式会社ビズライト・テクノロジーの第三者割当増資により連結対象から除外となる

平成19年３月 株式会社アクシコ（グリーンシート銘柄)の第三者割当増資に50.1％出資

ＩＴメディア・ソリューション事業の強化を図る

株式会社アクシコがエンターテインメント業界向けに特化した戦略的子会社として株式会社アク

シコエンターテインメントを設立

平成19年10月株式会社アルファ・インベストメントの商号を株式会社アルファ・イノベーションズに変更

平成20年１月 株式会社ＧＳコンサルティングを株式会社プライムファームが吸収合併

平成20年２月 株式会社アクシコの株主割当増資により連結子会社から持分法適用関連会社となる

平成21年７月 第三者割当増資により資本金7億1,725万円となる

平成21年８月 株式会社アルファ・テクノロジーは、株式会社ＡＳＯＣの事業を譲り受ける
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３【事業の内容】

  当社グループは、持株会社体制のもと、「情報技術事業」（株式会社アルファ・テクノロジー）、「コンサルティング

事業」（株式会社プライムファーム）、「投資事業」（株式会社アルファ・イノベーションズ）、「ＩＴセールス・プ

ロモーション事業」（株式会社アクシコ、株式会社アクシコエンターテインメント）を有しております。

　当社グループの事業は、独立単発的な役務提供ではなく、グループ会社が一体となり各社の持つノウハウを駆使し、顧

客企業へ総合的にコンサルティングを行い、継続的にサポートし、顧客企業が抱える経営課題の問題解決に向けて行動

して行くことが特徴であります。 

　当社グループの資本関係を図に示すと以下のとおりとなります。

　

 

以下、当社グループ各社の現在の事業内容は、次のとおりであります。 

(１)情報技術事業（連結子会社　㈱アルファ・テクノロジー）　

　　当該事業は、ＷＥＢ関連ソフトウェアを中心とした受託開発であります。受託開発は、大手企業から中小企業までのシス

テム開発を幅広く手掛けるソリューションです。クライアントからの要望・要求を打合せ段階からじっくりと話し合

い、整理した情報をもとにプロジェクト単位で開発を行っております。また、受託開発に付随して、システムのみならず、

デザインの運用・運営・保守メンテナンス、そして、そのままインターネットマーケティングにまで範囲を広げ、トータ

ル的なサービスを提供しております。 
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(２)コンサルティング事業（連結子会社　㈱プライムファーム）

　　当該事業は、会計業務全般にわたるコンサルティングサービス及び経営に関するコンサルティングサービスを主要業務

としており、下記のようになっております。 

①財務会計処理の代行及び財務書類の作成

　顧客企業の財務会計処理を受託する場合には、会計伝票の起票から、月次試算表の作成、月次比較・予算比較・対前年

比較等の分析資料の作成及び決算書類の作成を受託しており、経営者の意思決定に有用な会計情報・環境を提供してお

ります。顧客規模につきましては、小規模個人事業から株式上場企業まで広範囲に渡り、企業規模に応じたコンサルティ

ングを行っております。また、顧客企業の業種につきましては、飲食業、建設業、不動産業、医業、調剤薬局、コンピュータ

業、弁護士、司法書士等多岐に渡っております。

さらに、業務処理につきまして、国際業務標準でありますISO9001:2000の認証を英国のユーカス社より取得し、顧客満足

の向上に努めております。

②戦略的財務コンサルティング

　顧客企業の直面している経営課題に対して、下記の業務をとおして顧客企業の意思決定を支援する戦略的会計情報を

提供しております。

　・事業計画書の作成

　・株価算定

　・Ｍ＆Ａのための企業価値評価

　・株式公開支援

　・法人設立支援

③直接金融支援コンサルティング

　・資本政策の立案及び資本政策の実施に関する指導助言

　・株式上場のために必要な関係会社の整理案の立案

　・株式上場のため必要な社内管理体制整備等の指導助言

　・上場申請書類の作成及びそれに付随する事項に関する指導助言

　・金融商品取引法、取引所規則、その他の法令に基づくディスクロージャーに関する指導助言　　　　　　　　　　　　

　④経営コンサルティング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・飲食業界に特化したコンサルティング

　　　サービスの提供として、食材の購買代行業務で「安心・安全」や「コスト削減」などの食材を安定調達できる仕入

ネットワーク確立。また、メニュー提案、店舗展開、食材物流、財務改善などを提供しております。

　

(３)投資事業（連結子会社　㈱アルファ・イノベーションズ）

　　当該事業は、下記の業務を行っております。

①上場株式等に対する直接投資

  上場株式と未上場株式を投資対象とし、事業資金を直接的に投資する事業であります。上場株式については、主 に増

資引受と流通市場にて取得いたします。未上場株式についてはグリーンシート、シーズ、アーリーステージの未上場企業

のファイナンスを対象として投資いたします。収益項目はキャピタルゲイン、有価証券評価益及び運用益となります。

②Ｍ＆Ａ、ファイナンスの仲介を含めた投資銀行業務

③投資助言業務

　投資助言業務における営業全般に関する企画・起案及び顧客との投資顧問契約に基づく有価証券の価値等の分析に基

づく投資判断に関して助言を行う。

　

(４)ＩＴセールス・プロモーション事業（関連会社　㈱アクシコ、㈱アクシコエンターテインメント）

　　当該事業は、セールスプロモーション(以下SPという)に特化した広告企画・制作を中心に展開しております。

　最も得意とし、また、今後力を入れていく事業領域は、SPの分野の中でも「ルートメディア」と呼ばれる従来の広告業

においてフォーカスされていなかった新しいマーケットであります。

　「ルートメディア」とは、SPの手法の一つであり、広告依頼主が提供したい商品・サービスを、購入する可能性が高い

と思われるセグメントされたターゲット層にピンポイントかつダイレクトな販売促進活動を行うことを可能にする媒

体です。端的に言うと、広告依頼主がその商品・サービスを売り込もうとするターゲット層へ商品・サービスを直接

リーチさせ認知させるプロモーション手法であります。

　従来のマスコミ４媒体広告（新聞、雑誌、テレビ、ラジオ）は、依然として高いシェアを誇っておりますが、広告依頼主

にとってこれらの手法は幅広くマスで商品・サービスを認知させる手法である一方でコストが膨大にかかり、費用対効

果として最も効率の良い方法とは言えないという指摘がなされております。
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また、近年は消費の多様化が進行しており、それに伴い広告依頼主のニーズも従来のマスコミ４媒体広告のみでなく、

広告依頼主のニーズを詳細に捉えた形のピンポイントのSPが求められております。そこで新しく誕生したSPの媒体が

「ルートメディア」であります。従来のマスコミ4媒体広告がマスを対象としているのとは対照的に、広告依頼主からの

要望やニーズを踏まえて、ピンポイントにセグメントされた属性に対して、迅速かつ効果の高いダイレクトなSPを実現

しております。

　この「ルートメディア」にいち早く着目し、特化した事業戦略を明確に打ち出す事により、広告業界の中で他社にはな

い独自のポジショニングの構築に成功しております。膨大なルートメディア情報は、A.R.M.S.(アームス　

AXICO Route Media network System)と呼ばれる社内システムにより蓄積・管理されると同時に、広告依頼主からの

セールスプロモーションの進捗やプロセス管理も行い、他者には模倣できない迅速かつ効果的なセールスプロモーショ

ンを実現しております。

〔事業系統図〕 

　事業の系統図は以下のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）

㈱アルファ・テクノ

ロジー　（注）3

札幌市中央区 10,000情報技術事業 100.0経営指導契約あり。　　　　役員

の兼任あり。 

㈱プライムファーム

（注）3，4，6
札幌市中央区 82,850

コンサルティ

ング事業
100.0

経営指導契約あり。

役員の兼任あり。 

㈱アルファ・イノ

ベーションズ（注）

3,5

東京都港区 175,000投資事業  100.0
経営指導契約あり。

役員の兼任あり。 

（持分法適用関連会社）

 

㈱アクシコ

 

 

東京都千代田区

 

203,915

 

ＩＴセールス

・プロモー

ション事業

 

28.2

 

業務受託あり。 

㈱アクシコエンター

テインメント（注）2
東京都千代田区 10,000

ＩＴセールス

・プロモー

ション事業

－

(28.2)
 

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．「議決権の所有割合」欄の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

３．特定子会社に該当致します。

４．債務超過会社で債務超過の額は、平成21年６月末時点で17,077千円となっております。

５．債務超過会社で債務超過の額は、平成21年６月末時点で23,790千円となっております。

６．㈱プライムファームについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合

が10％を超えております。

主要な損益情報等は以下の通りであります。

 （単位：千円）

 ㈱プライムファーム

 (１)売上高　　 197,814

 (２)経常利益 △43,774

 (３)当期純利益　 △54,555

 (４)純資産額　 △17,077

 (５)総資産額　 101,755
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

情報技術事業 － 

コンサルティング事業 6 

投資事業 － 

全社（共通） 3 

合計 9 

　（注）１．従業員数は、就業人員であり、使用人兼務役員は含まれておりますが、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会

社からの派遣社員を含みます。）は含まれておりません。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

３．従業員数が前連結会計年度末に比べ９名減少しましたのは、コンサルティング事業の株式会社プライム

ファーム本社のリストラクチャリングによるものです。

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

3 30.7 1.4 5,197

　（注）１．従業員数は、就業人員であり、使用人兼務役員は含まれておりますが、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会

社からの派遣社員を含みます。）は含まれておりません。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりません。なお、労使関係は安定しております。 
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

  当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済の悪化は最悪期を脱したものの、

企業収益及び設備投資の減少や雇用情勢の悪化など、引き続き厳しい状況が続いております。

  特に当社グループの重要なマーケットの一つである北海道においては公共事業の減少、個人消費の低迷、企業倒

産の増加、金融不安の影響による資金繰りの悪化などが顕著であり、経済全体が低迷しております。

  このような状況のもと、当社は当社グループ全体として財務体質の強化、事業運営の改善を図ることに注力して

まいりましたが、誠に遺憾ではございますが、当連結会計年度の業績は以下のような結果となりました。

 売上高 206,710千円 (前年同期比 60.4％減) 

 営業損失 176,696千円 (前年同期　営業損失272,570千円)

 経常損失 167,438千円 (前年同期　経常損失271,686千円) 

 当期純損失 243,156千円 (前年同期　当期純損失516,204千円)  

　

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりとなっております。

 　　  情報技術事業につきましては、事業の再構築として、医療系機器開発・販売などを計画しておりましたが、薬事認可

の取得が当初予定していた時期より遅れていることから成果を上げることが出来ませんでした。しかしながら、予

定していなかった海外在住日本人向けのメディアパソコンが販売につながりました。その結果、売上高5,446千円

（前年同期 394千円）、営業損失17,124千円（前年同期 営業損失 1,772千円）となっております。

       コンサルティング事業につきましては、東京支社を新たに立ち上げ、これまでの会計業務全般にわたるコンサル

ティングサービスのほか、今後の事業の大きな柱の構築のため、特に飲食業界に特化した財務改善コンサルティン

グを戦略事業として位置付けました。そして、新たな業界への積極的なアプローチを図るとともに、経営資源を集中

し、マーケティング活動とノウハウ構築に努めてまいりましたが、通期にわたって業績に貢献することが出来ませ

んでした。その結果、売上高201,264千円(前年比45.9％増)、営業損失41,239千円(前年同期 営業損失 67,404千円)

となっております。

 　　  投資事業につきましては、株式市場全体に株価が低迷しており、投資事業の上場株式等に対する直接投資、Ｍ＆Ａ・

ファイナンスの仲介、投資助言業務等を行うことが厳しい状況でありました。その結果、売上高－千円(前年比

－％)、営業損失8,924千円(前年同期　営業損失106,915千円)となりました。　

   

(2) キャッシュ・フロー

    　当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、主として、税金等調整前当期純損失240,241

千円、短期借入れによる収入105,300千円、仕入債務の増加額83,199千円等により、全体では前連結会計年度末と比較

して26,826千円減少し、当連結会計年度末では98,981千円となりました。

   (営業活動によるキャッシュ・フロー)

  営業活動により使用した資金は、前連結会計年度末と比較して88,580千円増加し、140,757千円となりました。これ

は主に税金等調整前当期純損失240,241千円、仕入債務の増加額83,199千円、貸倒引当金の増加額11,105千円等によ

るものであります。  

 　(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 　   投資活動により得られた資金は、8,630千円（前連結会計年度末は63,431千円の使用）となりました。これは主に、

定期預金等の払戻しによる収入10,001千円等によるものであります。

   (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

  財務活動により得られた資金は、105,300千円（前連結会計年度末は29,387千円の使用）となりました。これは短

期借入による収入によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　　　　　該当事項はありません。

(2）受注状況

　　　　　該当事項はありません。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

前年同期比（％）

情報技術事業（千円） 5,446 1,281.1

コンサルティング事業（千円） 201,264 45.9

投資事業（千円） － －

合計（千円） 206,710 △60.2

　（注）１．上記金額にはセグメント間の内部取引の金額を含めております。

２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。

相手先
前連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

リコー販売株式会社

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

－ －      90,942 44.0

正華産業株式会社 － －       46,833 22.7

有限会社ビー・ビー・プロ

ダクションズ
－ －       34,197 16.5

株式会社碇ギフト 86,401 16.6       － －

３．上記金額に消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

   当社及びグループ各社が対処すべき課題及び対処方針は以下のとおりです。

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングスにおける課題及び対処方針

   今後の事業展開

    　 当事業年度におきましては、引き続き各事業会社における専門性の向上、各事業部門のシナジー効果の最大化を目

的に経営を推進してまいりました。その結果、更なる成長ステージへの移行実現段階に入りつつあります。

　次期におきましては、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を推進すること、安定的なキャッシュ・フ

ローの創出を実現できる経営基盤を確立すること、企業としての信用力を回復して資金繰りを安定化するための財

務基盤を強化することが最重要課題で認識しており、各子会社が抱える課題の解消に向け中心的な役割を持って、企

業価値を一層高め、株主様、従業員、クライアント先を含めたステークホルダーの皆様の期待に添えるよう、課題の解

消に邁進していく方針でございます。

 

株式会社アルファ・テクノロジーにおける課題及び対処方針

　経営及び事業の再構築に向けて、改めて原点回帰を行い、ＷＥＢアプリケーションやソフトウェアの開発を中心と

したインターネット関連商品の受託開発に注力してまいります。昨今、インターネット市場は、まだまだ伸びている

業種でありますので、受託開発のみならず、定期的なコンサルティングを行っていくビジネスモデルを検討しており

ます。しかしながら、そのためには、スキルの高い人員を一定の規模で確保する必要があります。今期も引き続きスキ

ルの高い人員を確保を図り、顧客開拓から納品、アフターフォローまでの一貫した営業体制の構築のために魅力ある

企業体を作り上げる努力を行う方針であります。

　

株式会社プライムファームにおける課題及び対処方針

    　 当事業年度におきまして、東京支社を立ち上げ、会計全般にわたるコンサルティングサービスのほか、物流等のコン

サルティングを行い道外へ事業進出することが出来ましたが、通期にわたり業績に貢献するまでに至ることが出来

ませんでした。今後の事業の大きな柱の構築のため、特に飲食業界に特化した財務改善コンサルティングを戦略事業

として位置付けて、新たな業界への積極的アプローチを図るとともに、営業人員の増強を図ります。人員増強によっ

て経営資源を集中し、この財務改善コンサルティングに当社の強みである会計財務コンサルティングを組み合わせ、

コストダウンと資金繰り改善により顧客の財務体質を改善・強化するビジネスモデルを検討しており、これにより

コンサルティング事業の収益性及び成長性の安定化を図り、より効果的な営業活動を行う方針であります。

　

 株式会社アルファ・イノベーションズにおける課題及び対処方針

 投資事業につきましては、投資企業の倒産といった事態に代表されるような固有のリスクが存在するものと認識

しており、このリスクを軽減することが重要な課題であると認識しております。これにつきましては、投資対象及び

投資比率を比較的リスクの少ない上場企業を中心とすることや、十分な投資先及びマーケット状況の情報収集を経

て投資決定にあたり、時には迅速な判断をすることで対処する方針です。
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４【事業等のリスク】

　  有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には、以下のようなものがあります。

　　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

　

（当社及び当社グループにおける事業等のリスク）

　  ①事業規模拡大策について

　当社グループは事業ポートフォリオの最適化を常に考え、業務提携や資本提携を含む事業拡大を行ってまいります。

事業規模拡大策については、当社グループの既存事業と経営資源の結集による相乗効果を期待しておりますが、業務

提携先や資本提携先の業績に依存する部分もあり、必ずしも予定通りの収益があげられる保証はありません。また当

該企業と当社グループとの提携や当社グループへの傘下入りの際、企業風土や経営戦略面においての融合には相当の

時間を要すると想定しておりますが、予想以上に長期化した場合には、双方の事業運営に支障が生じ、当社グループの

業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

②小規模な経営組織であること

   当社は純粋持株会社であり、子会社の管理・運営を業としております。平成21年６月末現在における当社グループ

全体においても役員および従業員数が約20名と小規模であることから、それを管理する当社も少数精鋭の小規模企業

として位置しており、各グループ企業自体も小規模企業の集団となっております。当社グループ全体として、事業規模

を拡大し、社内体制を整備しつつ優秀な人員を確保し、企業価値及び連結企業価値向上に資する所存ですが、予定通り

事業や人員の採用が進まなかった場合は、経営活動に支障が生じる可能性があります。そのようなリスクを最低限に

軽減するため、事業進捗の管理強化や、優秀な人員確保のための組織作り、一部アウトソーシングによる機能の効率化

などを図ってまいります。

　

 ③顧客情報に関するリスク

   当社グループでは、取引先に関する個人情報および法人情報を取得・保有しており適切に取扱うことが重要であり

ます。個人情報保護法および関係法令の遵守だけではなく、個人・法人ともに情報漏洩による被害防止を行う必要が

あります。万が一、外部からの不正アクセス等により、当社および当社グループが有する個人や法人の情報が社外に漏

洩した場合には、損害賠償請求・社会的な信用失墜などにより当社グループの財政状態および経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。

　

④継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　当社グループは、当連結会計年度及び過去２連結会計年度において営業損失を計上し、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しています。

　当該状況を解消すべく、当社グループは、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を進めております。また、

今般実施する第三者割当による募集株式の発行は、財務基盤を安定化させ、事業再生の施策に必要な運転資金に充当

することにより収益力の向上につながり、早期の収益改善に資するものと見込んでおります。

　

⑤株式の希薄化

当社は、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を推進すること、安定的なキャッシュ・フローの創出を実

現できる経営基盤を確立すること、企業としての信用力を回復して資金繰りを安定化するための財務基盤を強化する

ことを目的として、平成21年７月15日開催の取締役会において、株式会社中小企業助成会に対して第三者割当による

79,400株の新株発行を行うことを決議し、平成21年７月31日に発行いたしました。当該第三者割当増資による新株式

79,400株は、新株式発行後の発行済株式総数の43.47％であります。

また、今回予定している新株予約権の募集による潜在株式数は75,460株であり、これが全て行使された場合には発行

済株式総数に対して29.23％（現在の発行済株式総数に対して41.31％）となります。そのため、第三者割当増資前の

発行済株式総数を基準とした場合、新株式発行数と新株予約権発行に伴う潜在株式数の合計は154,860株となり、第三

者割当増資前の発行済株式総数の103,240株に150.00％の希薄化が生じることになります。よって、今回の本新株予約

権の発行も含めた場合、当社株式の希薄化が生じることになり、株式市場における需給バランスが大幅に変動し、当社

株価形成に影響を与える可能性があります。

しかしながら、現在当社グループが置かれている経営及び財務状況を鑑みますと、大幅に減少した自己資本の増強に

よる財務体質の強化や、第三者割当増資によって当社株式の43.47％を間接的に保有することになった日産興業株式

会社及びその代表取締役である鮎川 純太氏との中長期間に亘るパートナーシップの構築により、継続的な資金支援

につき協力を得るとともに、将来の資金調達需要に対して当該資金を有効活用することにより、事業の再構築を図り、

収益機会の拡大や収益性の向上を図ることが喫緊の課題であるため、発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であ

ると判断しております。

また、今回の新株予約権の発行は、事業規模拡大策に必要な将来の運転資金及び投資資金等を確保するとともに、当

社グループの収益基盤を強化するものであり、これにより企業価値の向上が見込まれます。
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　従って、発行数量及び株式の希薄化の規模は、既存株主の保有している株式の経済的価値を必ずしも毀損するもので

はなく、合理性を有していると判断しております。

　

⑥親会社について

前記のとおり、株式会社中小企業助成会は、提出日現在第三者割当増資にて43.47％の当社株式を保有しており、当

社の「その他の関係会社」並びに筆頭株主となっております。また、株式会社中小企業助成会の発行済株式総数の

100％を保有する日産興業株式会社も当社株式の43.47％を間接的に保有する「その他の関係会社」に該当しており

ます。

今回予定している新株予約権発行の割当先である中小企業共済株式会社も日産興業株式会社の100％子会社である

ため、新株予約権発行に伴う潜在株式が全部行使された場合には、日産興業株式会社は当社の発行済株式総数の

60.00％を間接的に保有する親会社となる可能性があり、割当先が当社グループの経営に重要な影響を及ぼす可能性

があります。

　しかしながら、日産興業株式会社及びその代表取締役を務める鮎川氏には、当社グループにおける長期的な成長戦略

の方向性についてご理解を頂いており、また、その有するネットワークを通じた業務提携や新規事業展開のご提案に

より、今後継続的に当社グループの発展に協力して頂き、新株式及び新株予約権発行後も株主様、債権者様、長年当社

を支持していただいている皆様の期待に応えるべく、当社グループ事業を推進することができると判断しておりま

す。

　

⑦当社株式の時価総額について

　当社は、平成20年８月の月末時価総額が２億円未満となり、札幌証券取引所株券上場廃止基準第２条の２第２号（上

場時価総額）では、９か月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他札幌証券取引所が必要と認める事項を記

載した書面を３か月以内に札幌証券取引所に提出しない場合にあっては、３か月）以内に、毎月の月間平均時価総額

及び月末時価総額が２億円以上とならないときは、上場廃止になる旨規定されております（本年12月までの間、札幌

証券取引所の株券上場廃止基準は時価総額１億２千万円未満の取扱いとなっております）。当社は平成20年10月以

降、月間平均時価総額及び月末時価総額が２億円以上を維持しておりますが、今後とも、業績の拡大、財務内容の強化

に取り組み、引き続き札幌証券取引所での上場を維持するよう努めてまいる所存であります。しかしながら、経営及び

事業の再構築の実施状況並びに株式市場の動向等により上場時価総額が再度２億円未満となった場合、上場廃止基準

への抵触により当社株式が上場廃止となる可能性があり、株価及び株式の流動性について重大な影響が生じる可能性

があります。

　

⑧訴訟等について　

当社の連結子会社である株式会社プライムファームは、板垣洋氏に対して売掛金及び保証金の返還を求める訴訟

（本訴）を提起しておりましたが、これに対して平成21年８月３日付（反訴状送達日：平成21年８月６日）で、板垣

洋氏より株式会社プライムファームに対して債権の存在を主張するとともに相殺差額金を求める反訴が、札幌地方裁

判所に提起されました。この訴訟の判決結果によっては、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。

　しかしながら、当社グループといたしましては、板垣洋氏の主張は根拠のないものと考えており、今後、全面的に争っ

ていく方針です。

　

（コンサルティング事業における事業等のリスク）

 ①会計基準の国際化について

   金融商品会計、減損会計、税効果会計、企業結合会計等、日本の企業会計の環境は急速に国際会計基準対応へ推移し

ております。企業のグローバル化等により日本が国際標準へ平仄を合わせざるを得なくなっている事情によるもので

す。会計基準の変更に伴い、日本の会計基準も、より複雑かつ専門化しております。そのような状況へのキャッチアッ

プ及びクライアント企業への対応が遅れた場合は、コンサルティング事業の競争力が落ちるとともに、当社グループ

の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　

 ②新規上場マーケットの縮小リスク

   金融商品取引法の内部統制報告制度の導入、コンプライアンス強化の流れによる監査法人による監査の厳格化およ

び株式市場の低迷等により、平成20年に日本の新興市場において新規上場を果たした企業は42社と、平成19年に比し

て60%減少致しております。この減少傾向が今後も続いた場合は、新規上場を目指す企業のマーケットも縮小となる可

能性があり当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　

（投資・投資銀行事業における事業等のリスク）

 ①株式保有に関するリスク

   投資有価証券として上場株式等を保有しておりますが、株式市場における株価の下落は当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、一部未上場株式等も保有しておりますが、未上場株式等への投資
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には、上記の株価下落（株式価値減少）に加えまして、以下のようなリスクが存在します。

・上場株式以上に株価（株式価値）変動幅が大きいこと

・株式上場時期や株式売却時期が当初予定より変動する可能性があること

・上場株式に比べて流動性が著しく劣り、上場やＭ＆Ａによる株式売却以外の売却先を見つけることが難しいこと

　

 ②規制について

   株式会社アルファ・イノベーションズは金融商品取引法第28条第３項に規定される投資助言・代理業の登録をし

ており、金融商品取引法及び関係法令により規制を受けております。また、投資銀行業務遂行において、投資助言・代

理業に基づかない業務においても金融商品取引法をはじめとする法規制があります。これらの法規制の強化や新たな

規制が設けられた場合には、事業領域が限定される可能性が生じ、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。

　

（情報技術事業における事業等のリスク）

 ①業界の参入障壁と技術革新

   ＩＴ業界全体が成長途上であり業界領域が格段に広がっていることに加え、参入障壁がそれ程高くないことから、

ある程度の資本力、技術力をもった会社の参入は否めません。またＩＴ業界においてはハード面及びソフト面双方の

技術革新のスピードが速く、それに伴うサービスモデルの変更や、新機能に対応したソフトウェア開発の必要が生じ

るなど、変化の激しい業界です。このように、競合他社の参入に対する競争力及び技術革新へのキャッチアップを継続

維持するためには、研究開発費等の費用負担が多大に発生したり、競争力や技術革新についていけない場合は競争力

低下を招く可能性があります。その場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

　

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　以下の分析等に関し、将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成21年６月30日）現在において当社が判断したも

のであります。

(１)重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国の一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。当社グループでは、過去の実績や現在の取引状況等を踏まえ合理的と判断される前提に基づきこれら見積り及び

予測を行っております。

　当社グループの連結財務諸表を作成する際に採用した重要な会計方針のうち、以下の点につきましては、特に見積

り及び予測を行う上で重要であり、当社グループの財務諸表作成に大きな影響を与えるものであります。

①収益の認識基準

　受託開発システム及び自社開発システムの販売につきましては、契約書又は発注書等に基づき、顧客に製品が提供さ

れ、検収となった時点においてその全額を収益認識しております。また、システムの保守サービスやコンサルティング

サービスの提供につきましては、サービスを提供した時点で収益認識をしております。

②貸倒引当金の計上基準

　一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を検討し

回収不能見込額を計上しております。

③無形固定資産の減価償却

　市場販売目的のソフトウェアにつきましては、原則３年以内で、合理的と判断できる残存有効期間による見込販売収

益に基づく償却方法を採用しております。

④税効果会計

　税効果会計につきましては、今後の課税所得の予測を踏まえて適用しております。

(２)当連結会計年度の経営成績の分析

①売上高

 　　  情報技術事業につきましては、事業の再構築として、医療系機器開発・販売などを計画しておりましたが、薬事認可

の取得が当初予定していた時期より遅れていることから成果を上げることが出来ませんでした。しかしながら、予

定していなかった海外在住日本人向けのメディアパソコンが販売につながりました。その結果、売上高5,446千円

（前年同期 394千円）となりました。コンサルティング事業につきましては、東京支社を新たに立ち上げ、これまで

の会計業務全般にわたるコンサルティングサービスのほか、今後の事業の大きな柱の構築のため、特に飲食業界に

特化した財務改善コンサルティングを戦略事業として位置付けました。そして、新たな業界への積極的なアプロー

チを図るとともに、経営資源を集中し、マーケティング活動とノウハウ構築に努めてまいりましたが、通期にわたっ

て業績に貢献することが出来ませんでした。その結果、売上高201,264千円(前年比45.9％増)となりました。投資事

業につきましては、株式市場全体に株価が低迷しており、投資事業の上場株式等に対する直接投資、Ｍ＆Ａ・ファイ

ナンスの仲介、投資助言業務等を行うことが厳しい状況でありました。その結果、売上高－千円(前年比－％)となり

ました。また、前連結会計年度の前中間連結会計期間まで連結対象となっていた、株式会社アクシコ及び株式会社ア

クシコエンターテインメントが行っていた事業が、前中間連結会計期間より持分法適用会社に異動したため、前連

結会計年度まで計上していた売上高がなくなりました。この結果、当連結会計年度における売上高は206,710千円

（前年比60.4％減）となっております。

②売上原価、販売費及び一般管理費及び営業利益

当連結会計年度における売上原価は、164,677千円であり、前連結会計年度と比較して205,194千円減少しており

ます。原価率につきましては、前連結会計年度と比べて8.8％の増加となっております。また、販売費及び一般管理費

におきましても、当連結会計年度は218,729千円であり、前連結会計年度と比べて205,654千円減少しております。こ

れらの結果、営業損失は176,696千円となりました(前年同期　営業損失272,570千円)。

③営業外損益

　当連結会計年度において、営業外収益として12,900千円が計上されております。これは主として、持分法による投

資利益5,577千円、受取手数料1,264千円、税金等還付金3,002千円によるものであります。また、営業外費用として

3,642千円が発生しております。これは主として、支払利息3,036千円によるものであります。

④特別損益

　当連結会計年度において、特別利益として9,966千円が計上されております。これは主として、前期損益修正益

3,851千円、新株予約権戻入益3,564千円によるものであります。また、特別損失として82,769千円が発生しておりま

す。これは主として、投資有価証券評価損58,422千円、投資有価証券売却損7,633千円、貸倒引当金繰入額13,656千円

によるものであります。
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⑤当期純利益

　営業損失が176,696千円となったことに加え、株価低迷により投資有価証券評価損58,422千円が計上されたこと、

及び貸倒引当金繰入額13,656千円の発生により当期純損失は243,156千円となりました(前期は当期純損失516,204

千円)。

(３)資本の財源及び資金の流動性についての分析

　キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローの分析については、「１業績等の概要」の「（２）キャッシュ・フロー」の項目をご参照く

ださい。

(４)経営者の問題認識と今後の方針について

  「４事業等のリスク」でも記載しましたとおり、当社グループには様々な事業リスクが存在しております。今後の

それらのリスクに対し、個別に解消、回避、低減等の方策を講ずることはもちろんのことではありますが、全体とし

て、事業規模及び事業領域が比較的小さいことがそれぞれのリスクに影響を与えているケースが多いと認識してお

ります。既存のコンサルティング事業は国際会計基準、グローバル化への対応、情報技術事業はハード、ソフト面双方

の技術革新のスピード対応が必要であります。投資事業については世界的な株価低迷を受け投資先開拓、投資スキー

ムの見直し等がテーマと認識しております。また、各事業の収益性向上のための事業提携、新事業展開等を積極的に

行い、事業規模の拡大を図っていくことで対処する方針です。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度における設備投資には、特記すべきものはありません。また、当連結会計年度において重要な設備の

除却、売却等はありません。

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

  平成21年６月30日現在　

事業所名
（所在地）

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額
従業
員数
（人）

建物
（千円）

車両運搬
具
（千円）

工具器具
及び備品
（千円）

土地
（千円）
（面積㎡）

その他
（千円）

合計
（千円）

東京本社

（東京都港区）
全社（共通）

本社ビル付属

設備
－ － 371 － － 371 3

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．上記の他、主要な賃借設備として、以下のものがあります。

 

賃借設備

 平成21年６月30日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別セグメントの名称 設備の内容 建物（面積㎡）
年間賃借料
（千円）

本社

（札幌市中央区）
全社（共通）　　 本社　事務所 52 2,279

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）国内子会社

 平成21年６月30日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の内
容

帳簿価額　
従業
員数
（人）

建物
（千円）

工具器具
及び備品
（千円）

土地
（千円）
（面積㎡）

ソフトウェ
ア

（千円）

その他
（千円）

合計
（千円）

株式会社プラ

イムファーム

本社事務所

（札幌市中央区）

コンサル

ティング

事業

経営分析

情報提供

ツール

－ 1,123 － 300 84 1,507 6

株式会社アル

ファ・イノ

ベーションズ

本社事務所

（東京都港区）
投資事業 電話装置 － 84 － － － 84 －

株式会社アル

ファ・テクノ

ロジー

本社事務所

（札幌市中央区）

情報技術

事業

ホーム

ページ作

成　

－ － － 1,071 － 1,071－

　（注）１．従業員数には、使用人兼務役員を含み、臨時従業員は含まれておりません。　

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３．上記の他、主要なリース設備として、以下のものがあります。

リース設備

 平成21年６月30日現在

会社名 事業の種類別セグメントの名称 設備の内容
リース期間
（年）

リース料
（千円）

リース契約
残高
（千円）

株式会社プライム

ファーム
コンサルティング事業　

事務機器及び

ソフトウェア
１ 690 218

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３【設備の新設、除却等の計画】

　（１）重要な設備の新設等

　　　　　当社は、平成22年６月期に東京本社移転を予定しております。この移転に際し、移転先ビルの設備工事及び工具

器具及び備品購入にかかる費用として、約22,000千円を見込んでおります。
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　（２）重要な設備の除却等

　　　　　当社は、東京本社移転に伴う建物附属設備の除却として、5,997千円の事務所移転損失を当連結会計年度に計上

しております。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】　

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 412,960

計 412,960

（注）平成21年９月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より317,600株

増加し、730,560株となっております。　

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成21年９月29日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 103,240 182,640
札幌証券取引所

（アンビシャス）

当社は単元株制度は

採用しておりませ

ん。

計 103,240 182,640 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には平成21年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法

に基づき発行された新株引受権付社債の新株引受権の権利行使含む。）により発行された株式数は含まれておりま

せん。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①商法等改正整備法第19条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権の残高、新株引受権の

権利行使により発行する株式の行使価格、資本組入額は、次のとおりであります。

新株引受権付社債（旧商法第341条ノ８の規定に基づく新株引受権）

銘柄（発行年月日）

事業年度末現在
（平成21年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年８月31日）

新株引受権の
残高（千円）

行使価格
（円）

資本組入額
（円）

新株引受権の
残高（千円）

行使価格
（円）

資本組入額
（円）

第１回無担保

新株引受権付社債

（平成14年２月27日）

24 － － 24 － －
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②旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。

平成15年６月30日付の株式交換により、完全子会社となりました株式会社プライムファームが平成14年６月10日

開催の臨時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権を継承したもの（第１回新株予約権）

 
事業年度末現在

（平成21年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成21年８月31日）

新株予約権の数（個） 110 110

新株予約権のうち自己新株予約権の数

（個）
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）  (注１)　　　　   　1,320  (注１)　　　　   　1,320

新株予約権の行使時の払込金額（円）  (注１)　　　　   　4,167 同左

新株予約権の行使期間
自　平成16年６月11日

至　平成24年６月10日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　(注１)    4,167

資本組入額　(注１)　  4,167
同左

新株予約権の行使の条件 (注４) 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 (注５) 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
－ －

（注）１．平成17年６月開催の取締役会決議により平成17年９月５日付で１株を２株とする株式分割を、また、平成17年

９月開催の取締役会決議により平成17年12月１日付で１株を３株とする株式分割を行っております。これによ

り、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

２．新株予約権の目的となる株式の数の調整

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものと

する。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式

の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３．新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額の調整

新株予約権発行後に、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数はこれを切上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後に、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により

払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数はこれを切上げるものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり行使価額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新発行株式数

上記のほか、新株予約権発行後に、当社が他社と合併する場合、株式分割を行う場合、資本減少を行う場合、その

他これらの場合に準じ、発行価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、発行価額は適切に調

整されるものとします。

４．新株予約権の行使条件

①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役又は監査役であることを

要する。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。

④その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ

る。
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５．新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

③平成17年６月９日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権（第２回新株予約権）

 
事業年度末現在

（平成21年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成21年８月31日）

新株予約権の数（個） 2,805 2,805

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 4,578 4,578

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注１）      16,830　　　　　（注１）      16,830　　　　　

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注１）　 　　　15,334 同左

新株予約権の行使期間
自　平成18年１月１日

至　平成22年12月31日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

 発行価格   （注１）　  15,668

資本組入額 （注１）     7,834
同左

新株予約権の行使の条件 （注４）  同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５） 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
－ －

（注）１．平成17年６月開催の取締役会決議により平成17年９月５日付で１株を２株とする株式分割を、また、平成17年

９月開催の取締役会決議により平成17年12月１日付で１株を３株とする株式分割を行っております。これによ

り、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

２．新株予約権の目的となる株式の数の調整

①会社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

おいてのみ行われ、調整の結果生ずる１株未満の株式数は切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

②会社が資本の減少、合併、会社分割を行う場合、又は会社が他社と株式交換を行い完全親会社になる場合な

ど、目的たる株式の数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併、会社分割又

は株式交換等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で目的たる株式の数を調整するものとする。

３．新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額の調整

①当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整する。なお、調整により生ずる

１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

株式分割・併合の比率

②会社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使により新株式を発行する場

合を除く）をするときは、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、会社の発行済株式総数から会社の保有する自己株式数を

控除した数をいうものとし、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に

読み替えるものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当りの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
新株発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

③会社が資本の減少、合併、会社分割を行う場合、又は会社が他社と株式交換を行い完全親会社になる場合な

ど、払込価額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併、会社分割又は株式交

換等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。
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４．新株予約権の行使条件

①新株予約権の割当を受けた者が当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の場合は、権利行使時にお

いても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを条件とする。ただし、任期満了

による退任、定年退職又は当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の払込日時点に当社又は当社子会社の取締役、監査役ならびに従業員でない新株予約権者が権利

を行使するときは、取締役会の承認を得るものとする。

③新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。

④新株予約権者は、権利行使請求日の前営業日の当社株価終値（当該日の終値がない場合は、その前営業日）

が金120,000円以上であれば権利行使をすることができるものとする。ただし、別途定める株式数の調整が行

われた場合には基準株価も適切な調整を行うものとする。

⑤その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定め

るところによる。

⑥新株予約権の譲渡、質入、その他の処分を行った場合は行使を認めない。また、相続が発生した場合に行使は

認めない。

５．新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
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④平成17年９月29日定時株主総会決議（第５回新株予約権）

事業年度末現在
 

事業年度末現在
 （平成21年６月30日）

提出日の前月末現在
（平成21年８月31日）

新株予約権の数（個） 90 90

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）  （注１）       270 270

新株予約権の行使時の払込金額（円）  （注１）   132,598 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月１日

至　平成27年９月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

 発行価格   （注１）　 132,598

資本組入額 （注１）    66,299
同左

新株予約権の行使の条件  （注４） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項  （注５） 同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
－ －

（注）１．平成17年９月開催の取締役会決議により、平成17年12月９日付で１株を３株とする株式分割を行っておりま

す。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権

の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

２．新株予約権の目的となる株式の数の調整

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についての

み行われ、調整の結果生ずる１株未満の端数についてはこれを切り捨てるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

３．新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額の調整

新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、

調整による１円未満の端数は切上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）又は自己株式

の処分を行う場合は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は切上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自

己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」

に読み替えるものとする。

４．新株予約権の行使条件

①新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業

員、その他これに準ずる地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合はこの限りではない。

②新株予約権の相続は、これを認めない。

③新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

④その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する新株予

約権割当契約に定めるところによるものとする。

５．新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する。
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成17年２月24日

（注１）
200 8,436 5,000 228,310 － 152,182

平成17年６月29日

（注２）
5,400 13,836 243,000 471,310 243,000 395,182

平成17年７月13日

（注３）
100 13,936 2,500 473,810 － 395,182

平成17年９月５日

（注４）
13,936 27,872 － 473,810 － 395,182

平成17年９月26日

（注３）
40 27,912 599 474,409 611 395,794

平成17年10月７日

（注３）
600 28,512 8,992 483,402 9,172 404,966

平成17年12日１日

（注５）
57,024 85,536 － 483,402 － 404,966

平成17年12月14日～

平成18年６月30日

（注３）

9,410 94,946 76,983 560,386 70,175 475,142

 平成18年12月26日

（注６）
－ 94,946 － 560,386△400,000 75,142

平成18年７月１日～

平成19年６月30日

（注３）

8,294 103,240 56,821 617,207 47,521 122,663

（注）１．新株予約権行使 

発行価格：25,000円

資本組入額：25,000円

２．有償第三者割当

　　主な割当先：アルファトレンドパートナーズ１号投資事業組合、アルファトレンドパートナーズ２号投資事　　

　　　　　　　　業組合、アルファトレンドパートナーズ３号投資事業組合、他５名

発行価格：90,000円

資本組入額：45,000円

３．新株引受権及び新株予約権の行使による増加であります。

 ４．株式分割（１：２）によるものであります。

 ５．株式分割（１：３）によるものであります。

 ６．会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

 ７. 平成21年７月31日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式数が79,400株、資本金及び資

本準備金がそれぞれ100,044千円増加しております。
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（５）【所有者別状況】

 平成21年６月30日現在

区分

株式の状況 単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － 6 26 3 1 2,124 2,160 －

所有株式数

（株）
－ － 894 14,616 1,947 3 85,780103,240－

所有株式数の

割合（％）
－ － 0.87 14.16 1.88 0.00 83.09 100 －

　

（６）【大株主の状況】

 平成21年６月30日現在

氏名又は名称　 住所　
所有株式数
（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

磯崎　公徳 横浜市都筑区 11,264 10.91

板垣　洋 札幌市豊平区 5,100 4.93

高畠　史朗 東京都世田谷区 5,010 4.85

株式会社システム・ビット　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　永

森信一　
東京都豊島区東池袋2-45-9 5,000 4.84

田代　光史 東京都世田谷区 3,789 3.67

ファーストキャピタル株式会社

取締役　蛭間　理恵

東京都千代田区神田錦町

1-14-11
3,488 3.37

水原　千晶 大阪府大阪市東成区 3,184 3.08

アルファトレンドパートナーズ３号投資事業組合

業務執行組合員　有限会社アローコンサルティング

取締役　袰岩明幸

東京都目黒区青葉台3-18-9　　 2,770 2.68

藤谷　廣能 東京都新宿区 2,461 2.38

本田　信昭 東京都港区 2,009 1.94

計 － 44,075 42.69
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  103,240 103,240

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 103,240 － －

総株主の議決権 － 103,240 －

　

②【自己株式等】

 　　　　 該当事項はありません。
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（８）【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は以下のとおりです。

①株式交換により完全子会社となりました株式会社プライムファームが、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規

定に基づき平成14年６月10日開催の臨時株主総会決議により発行し、当社が承継した新株予約権

（平成15年５月20日開催臨時株主総会において株式交換契約承認決議・第１回新株予約権）

決議年月日 平成14年６月10日（発行決議日）

付与対象者の区分及び人数
①　当社　取締役　３人（注）

②　当社　監査役　１人（注）

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使時の払込金額 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の譲渡に関する事項 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）平成14年６月10日発行決議日の付与対象者の区分及び人数は次のとおりであります。

ⅰ　株式会社プライムファーム　取締役　３人

ⅱ　株式会社プライムファーム　監査役　１人

 　　 ②平成17年６月９日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権（第２回新株予約権）

決議年月日 平成17年６月９日

付与対象者の区分及び人数

①　当社　　取締役　　６人

②　子会社　取締役　　２人

③　当社　　従業員　　３人

  ④　社外協力者　　　　14人

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使時の払込金額 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の譲渡に関する事項 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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③旧商法第280条ノ20及び第280条の21の規定に基づき、平成17年９月29日に開催された第９回定時株主総会におい

て発行決議された新株予約権（第５回新株予約権）

決議年月日 平成17年９月29日（発行決議日）

付与対象者の区分及び人数（名）

　①　当社　取締役　  ２人

 　②　当社　監査役　  １人

 　③　当社　従業員　  ７人

 　④　子会社　取締役　３人

 　⑤　子会社　従業員  18人

新株予約権の目的となる株式の種類 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使時の払込金額 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使期間 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の譲渡に関する事項 「(２) 新株予約権等の状況」に記載しております。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

④平成18年２月24日開催の取締役会決議に基づき発行した新株予約権（第６回新株予約権）につきましては、付与

対象者を平成18年３月24日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主であり、ストックオプ

ションには該当しないため、記載は省略いたしております。
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２【自己株式の取得等の状況】

  【株式の種類等】該当事項はありません。

 

 （１）【株主総会決議による取得の状況】

   　該当事項はありません。

 （２）【取締役会決議による取得の状況】

   　該当事項はありません。

 （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

   　該当事項はありません。

 （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

   　該当事項はありません。

３【配当政策】

当社の配当政策に関する基本的な考え方は、利益成長を継続的に目指し、会社の内部留保の充実に努めると同時に、

利益成長に応じた適正な利益還元を株主に継続的に配当として実施する方針であります。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当社は現在まで、営業活動、開発活動、資本の充実等の経営基盤の強化を図ることを最優先しておりましたので、創立

以来配当実績はございませんが、上記方針に基づき、今後は内部留保の充実を図るとともに、可能な限り株主還元を実

施する所存であります。ただし、当事業年度の配当につきましては、還元に十分な利益を確保することができなかった

ことから、無配といたします。

  当社は、「会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として中間配当を

行うことができる。」旨を定款に定めております。

  なお、当事業年度は中間配当を行っておりません。

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第14期 第15期 第16期 第17期 第18期
決算年月 平成17年６月 平成18年６月 平成19年６月 平成20年６月 平成21年６月

最高（円） 420,000
485,000

※161,667
41,000 7,830 3,380

最低（円） 79,000 34,000 7,500 1,800 1,200

　（注）１．最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャスにおけるものであります。

２．※印は、株式分割による権利落後の株価であります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成21年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 2,900 2,800 3,380 3,010 2,870 3,050

最低（円） 2,605 2,655 2,710 2,710 2,450 2,500

　（注）最高・最低株価は、札幌証券取引所アンビシャスにおけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

代表取締役社長  相田　英文 昭和35年11月８日生

昭和58年４月㈱テンポラリーセンター（現㈱パソ

ナ）ＯＡフォーラム事業部長

昭和58年８月㈱ユニバーサル・データ　　　　　　専務取

締役就任

昭和59年10月㈱アイ・ビー・エス　取締役就任

平成８年５月 ㈱ユニバーサル・データ　　　　　　代表取

締役就任

平成16年12月 　

　　　　　

セラスメディコ㈱　　　　　　　　　代表取締役

社長就任（現任）　

平成21年７月 　

　　　　　

㈱中小企業助成会　　　　　　　　　代表取締役

就任（現任）　

平成21年９月 　

　　　　　

当社代表取締役就任（現任）　

(注)２ －

取締役会長  鮎川　純太 昭和35年９月14日生

平成５年７月 テクノベンチャー㈱　　　　　　　　代表取締

役社長就任

平成12年10月パシフィック・センチュリー・サイ

バーワークス・ジャパン㈱（現㈱ＥＭ

ＣＯＭホールディングス）取締役就任

平成15年５月 日産興業㈱　　　　　　　　　　　　代表取締役就

任（現任）

平成18年６月 イーディーコントライブ㈱（現㈱ＹＡ

ＭＡＴＯ）取締役就任

平成18年10月同社代表取締役社長就任

平成18年11月テクノベンチャー㈱　　　　　　　　代表取締

役会長就任（現任）

平成21年９月当社取締役会長就任（現任）

(注)２ －

取締役  山口　正 昭和42年６月16日生　

平成16年４月 ㈱フロンティアキャピタル　　　　　代表取

締役就任

平成16年12月セブンシーズ・アセット・マネジメン

ト㈱　顧問　

平成18年11月セブンシーズ総研㈱　　　　　　　　代表取締

役就任

平成19年９月セブンシーズコンサルティング㈱　　取

締役就任

平成20年12月㈱アルファ・テクノロジー　　　　　取締役

就任（現任）

平成21年５月㈱アルファ・イノベーションズ　　　取締

役就任（現任）

平成21年９月当社取締役就任（現任）

(注)２　 －

取締役  湯浅　慎司　　 昭和40年７月25日生　

平成元年４月 ㈱西友　旅行事業部入社

平成10年３月㈶光清会　常勤監事就任（現任）　

平成19年11月日産興業㈱　取締役就任（現任）

平成20年２月テクノベンチャー㈱　　　　　　　　取締役就

任（現任）

平成21年９月中小企業共済㈱　　　　　　　　　　代表取締役

就任（現任）

平成21年９月当社取締役就任（現任）

(注)２　 －

取締役  土屋　正行　　 昭和29年５月22日生　

昭和54年３月 ㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）
入行

平成５年８月 ソニー生命保険㈱入社

平成８年８月 千代田エビス生命保険㈱入社

平成16年９月ＡＩＧエジソン生命保険㈱入社

平成20年３月当社入社

平成20年12月当社取締役就任（現任）

平成20年12月㈱アルファ・テクノロジー　　　　　代表取

締役就任

(注)２　 －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

取締役  近藤　茂 昭和38年９月28日生

昭和62年４月ＳＭＣ㈱入社

昭和63年４月日本高周波鋼業㈱入社

平成９年10月ブラジル銀行東京支店

平成12年４月㈱ロペ入社

平成16年９月㈱インタラクティブメディアミックス

入社

平成19年９月㈲ドットコム・キャピタル入社

平成20年12月当社取締役就任（現任）

平成21年５月㈱アルファ・イノベーションズ監査役

就任

(注)２ －

取締役  鈴木　啓三郎 昭和32年９月16日生

昭和50年４月東京配膳登録（東京ヒルトン料飲部勤

務）

昭和52年４月日本国有鉄道入社

昭和61年４月新都心サービス登録（東京ヒルトン飲

料部勤務）

平成４年７月 ㈲ケイアイディジャパンサービス設立

代表取締役就任（現任）

平成21年９月当社取締役就任（現任）

(注)２ －

監査役  佐藤　秀樹 昭和52年２月10日生

平成15年10月司法試験合格

平成17年10月片岡法律事務所　入所

平成19年４月慶應義塾大学法科大学院講師（現任）

平成20年９月慶應義塾大学法学研究所講師（現任）

平成21年１月汐留パートナーズ法律事務所　開設

平成21年９月当社監査役就任（現任）

(注)３ －

監査役  武内　秀之 昭和37年７月９日生

昭和60年７月㈲アイディーティー設立　　　　　　専務取
締役就任

平成７年３月 コンプスタイル㈱入社

平成８年10月同社代表取締役就任

平成11年10月㈱ホライズン（現ホライズンパリテー
トサービス㈱）設立　代表取締役就任

平成14年４月㈱永裕 代表取締役就任

平成19年６月㈱カーチスホールディングス　　　　監査
役就任（現任）

平成20年12月当社監査役就任（現任）

平成20年12月㈱アルファ・テクノロジー　　　　　監査役
就任

平成20年12月㈱カーチス　監査役就任（現任）

(注)３ －

監査役  吉本　明弘 昭和35年８月６日生

昭和59年４月セコム㈱入社

昭和62年５月米国ノートルダム大学経営学　　　　大学
院修士課程修了（ＭＢＡ）

昭和62年８月Ａｒｔｈｕｒ　Ａｎｄｅｒｓｅｎ＆Ｃ
ｏ．Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ事務所監査部門入
所　ニューヨーク州公認会計士登録

平成３年８月 ㈱日本リース入社（ニューヨーク駐

在）

平成９年４月 井上工業㈱　取締役社長就任

平成12年１月㈲エスビーユーコンサルタント、パート

ナー

平成16年１月ＹＯＳＨＩＭＯＴＯ　Ｃ＆Ａ設立　　代表
就任

平成21年９月当社監査役就任（現任）

(注)３ －

    計  －

　（注）１．監査役は全て、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
　２．平成21年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
　３．平成21年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

　４.（代表取締役の異動）

　　　①代表取締役の氏名、職名及び生年月日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　飛山晴彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職名　　　　　代表取締役社長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　昭和35年５月31日生
　　　②異動の年月日　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年９月29日退任
　　　③異動の日における当該代表取締役の所有株式数　－株　
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

  当社企業グループは、アルファ・トレンド・グループ企業理念に基づき、法と社会的規範に則った事業活動を展開す

るとともに、コンプライアンス経営を推進しております。グループにおける経営資源を最大限に活用し企業価値の最大

化を図ることが最重要課題の一つとしてとらえております。また、経営環境の変化に迅速に対応し得る経営管理体制と、

コンプライアンスを重視した経営システムの構築を重要施策と位置付けています。コーポレート・ガバナンスの取組み

として経営体制の強化と施策を実践しております。

　日々刻々と変化しつづける社会環境、経済環境、そして技術環境に敏感に対応し、経営の透明性と公正性を常に高

めていくことが、コーポレート・ガバナンスに対する当社の基本姿勢であります。そのためには、社会、経済や法令

等の情報収集体制の確立や遵守状況のチェック体制の確立が必要であり、重要なポイントであると認識しております。

さらに、当社事業領域では、歴史的に長い年月を経たものではないためか、法令等の整備が技術革新や社会の多様な

ニーズに追いついていない面も否定できないため、単に法令遵守のレベルではなく、自主的なモラルをもってより慎

重な対応を行うことが重要であると考えております。

　内部管理面におきましては、経営トップの独善的な意思決定を避け、各組織の権限と責任を明確にした内部規則・

規程の運用を厳格に行っていくことを方針としております。

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

 イ.会社の機関の基本説明

      当社の主な機関は、「株主総会」及び「取締役会」であります。また、内部統制維持向上のために、常勤監査役が

取締役の日常の職務につき監督、指導、助言を行う体制としております。

 ロ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

　少数の経営トップの独善的な意思決定に対する牽制効果を発揮するために、期末日現在、取締役５名が就任してお

ります。また、業務監査体制及び会計監査体制を強化するために、常勤監査役１名及び非常勤監査役２名が就任して

おります。取締役会につきましては、月１回の定例会に加え、必要に応じ臨時に取締役会を開催し、比較的軽微な事

項についても、報告ならびに意思決定を行っております。

　また、「職務権限規程」を始めとした各種規程類により、業務分掌、職務権限、稟議事項、決裁権限等の範囲を明ら

かにし、責任体制の確立及び牽制作用の発揮を図るとともに、常勤取締役及び部課長を交えたマネージャー会議を

毎週開催し、業務の進捗状況等の連絡調整のみならず、内部牽制効果を高めるための施策の一環としているととも

に、特に部課長に対しては定期的な研修、教育の機会を設けております。

 ハ.内部監査及び監査役監査の状況

　当社の内部監査及び監査役監査におきましては、各部門に対し定期的かつ一定の監査項目につき監査を実施する

一方、改善状況の把握及び改善指導等を行なっております。なお、内部監査室の人員は１名です。

 ニ.会計監査の状況

　当社は、前事業年度から金融商品取引法に基づく会計監査をフロンティア監査法人に委嘱していますが、同監査法

人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。当社は同監

査法人との間で、金融商品取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当事業年

度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。 

　　(イ)業務を執行した公認会計士の氏名

　　　　業務執行社員：藤井幸雄氏、遠田晴夫氏

　　(ロ)会計監査業務に係る補助者の構成 

　　　　公認会計士４名、その他５名 

②リスク管理体制の整備の状況

　取締役会、マネージャー会議、内部監査等の内容の充実化を進捗させ、リスク管理体制を強化させております。取締役

会につきましては、非常勤取締役を含め、ほぼ毎回全員が出席しており、監査役につきましては、少なくとも１名がほ

ぼ毎回参加しております。また、資金調達等、重要なリーガルリスクを負う経営戦略の実施にあたっては、予め弁護士

等とも必要な相談を行い、リスク管理を徹底しております。

③役員報酬の内容

　当期において取締役に支払われた報酬は25,816千円、監査役に支払われた報酬は6,250千円であり、役員報酬の合計

は32,066千円であります。

④取締役の定数

　　当社の取締役は、12名以内とする。
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⑤取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款

に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためのものであります。

⑦中間配当

　当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載

または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑧取締役及び監査役の責任免除

　当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）

の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

また、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責

任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法

令が規定とする額としております。

⑨株主総会の特別決議要件

　当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権

を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

う旨を定款に定めております。

　

　

　 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は下記のとおりであります。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

提出会社 － － 21,000 －

連結子会社 － － － －

計 － － 21,000 －

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　該当事項はありません。 

④【監査報酬の決定方針】

　当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士等の独立性を損

ねることなく、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案して、監査公認会計士等と協議の上、監査報酬を

適切に決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）　当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成19年７月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度（平成20年７月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

(2）　当社の財務諸表は、「財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成19年７月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事

業年度（平成20年７月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しておりま

す。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成19年７月１日から平成20年

６月30日まで）及び当連結会計年度（平成20年７月１日から平成21年６月30日まで）の連結財務諸表並びに前

事業年度（平成19年７月１日から平成20年６月30日まで）及び当事業年度（平成20年７月１日から平成21年６

月30日まで）の財務諸表について、フロンティア監査法人により監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年６月30日)

当連結会計年度
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 135,809 98,981

受取手形及び売掛金 29,983 72,873

未収入金 30,872 28,345

その他 6,224 10,944

貸倒引当金 △19,989 △28,480

流動資産合計 182,900 182,664

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 870 －

減価償却累計額 △181 －

建物及び構築物（純額） 689 －

機械装置及び運搬具 258 －

減価償却累計額 △248 －

機械装置及び運搬具（純額） 10 －

その他 6,618 5,364

減価償却累計額 △4,592 △3,785

その他（純額） 2,025 1,579

有形固定資産合計 2,725 1,579

無形固定資産

ソフトウエア 307 1,371

その他 84 84

無形固定資産合計 391 1,455

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 144,607

※1
 100,391

差入保証金 12,050 20,285

その他 9,198 17,839

貸倒引当金 △12,387 △15,003

投資その他の資産合計 153,468 123,513

固定資産合計 156,584 126,547

資産合計 339,484 309,212
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年６月30日)

当連結会計年度
(平成21年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 675 83,874

短期借入金 － 105,300

未払法人税等 3,137 3,594

その他 11,780 8,580

流動負債合計 15,593 201,349

固定負債

繰延税金負債 － 167

固定負債合計 － 167

負債合計 15,593 201,516

純資産の部

株主資本

資本金 617,207 617,207

資本剰余金 522,663 522,663

利益剰余金 △794,885 △1,038,042

株主資本合計 344,985 101,829

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △30,292 232

評価・換算差額等合計 △30,292 232

新株予約権 ※2
 9,198

※2
 5,634

純資産合計 323,891 107,696

負債純資産合計 339,484 309,212
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②【連結損益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 521,685 206,710

売上原価 369,871 164,677

売上総利益 151,813 42,033

販売費及び一般管理費 ※1
 424,384

※1
 218,729

営業損失（△） △272,570 △176,696

営業外収益

受取利息 3,221 664

受取配当金 605 30

持分法による投資利益 － 5,577

受取手数料 － 1,264

税金等還付金 － 3,002

その他 1,873 2,360

営業外収益合計 5,699 12,900

営業外費用

支払利息 4,139 3,036

雑損失 677 15

その他 － 589

営業外費用合計 4,816 3,642

経常損失（△） △271,686 △167,438

特別利益

投資有価証券売却益 4,054 －

前期損益修正益 － 3,851

固定資産売却益 ※2
 15 －

貸倒引当金戻入額 736 2,551

新株予約権戻入益 － 3,564

特別利益合計 4,806 9,966

特別損失

前期損益修正損 9,999 －

投資有価証券評価損 146,286 58,422

投資有価証券売却損 1,334 7,633

固定資産売却損 － ※3
 8

固定資産除却損 ※4
 5,252 －

貸倒引当金繰入額 17,325 13,656

自己新株予約権評価損 29,757 －

事務所移転損失 5,997 3,047

持分変動損失 44,153 －

特別損失合計 260,106 82,769

税金等調整前当期純損失（△） △526,986 △240,241

法人税、住民税及び事業税 3,068 2,915

法人税等合計 3,068 2,915

少数株主損失（△） △13,850 －

当期純損失（△） △516,204 △243,156
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 617,207 617,207

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 617,207 617,207

資本剰余金

前期末残高 522,663 522,663

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 522,663 522,663

利益剰余金

前期末残高 △283,837 △794,885

当期変動額

連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 －

当期純損失（△） △516,204 △243,156

当期変動額合計 △511,048 △243,156

当期末残高 △794,885 △1,038,042

株主資本合計

前期末残高 856,034 344,985

当期変動額

連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 －

当期純損失（△） △516,204 △243,156

当期変動額合計 △511,048 △243,156

当期末残高 344,985 101,829

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △8,612 △30,292

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△21,679 30,525

当期変動額合計 △21,679 30,525

当期末残高 △30,292 232

評価・換算差額等合計

前期末残高 △8,612 △30,292

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△21,679 30,525

当期変動額合計 △21,679 30,525

当期末残高 △30,292 232
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

新株予約権

前期末残高 △20,559 9,198

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,757 △3,564

当期変動額合計 29,757 △3,564

当期末残高 9,198 5,634

少数株主持分

前期末残高 150,223 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △150,223 －

当期変動額合計 △150,223 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 977,086 323,891

当期変動額

連結除外に伴う利益剰余金の増加額 5,156 －

当期純損失（△） △516,204 △243,156

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △142,146 26,961

当期変動額合計 △653,194 △216,195

当期末残高 323,891 107,696
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △526,986 △240,241

減価償却費 3,939 2,157

のれん償却額 2,858 －

負ののれん償却額 △146 －

為替差損益（△は益） 55 589

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,999 11,105

受取利息及び受取配当金 △3,826 △694

支払利息 4,139 3,036

投資有価証券売却益 △4,054 －

投資有価証券売却損 1,334 7,633

投資有価証券評価損益（△は益） 146,286 58,422

固定資産除却損 5,252 －

自己新株予約権評価損 29,757 －

新株予約権戻入益 － △3,564

持分法による投資損益（△は益） － △5,577

事務所移転損失 5,997 3,047

売上債権の増減額（△は増加） 92,971 △42,889

たな卸資産の増減額（△は増加） 92,857 －

前渡金の増減額（△は増加） △300 300

有価証券の減少額（増加額） 112,701 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 50,277 △4,498

差入保証金の増減額（△は増加） △14,599 －

長期前払費用の増減額（△は増加） 28,984 △4,205

仕入債務の増減額（△は減少） △32,040 83,199

破産更生債権の減少額（増加額） 14,700 －

未払金の増減額（△は減少） 1,538 △6,242

未払費用の増減額（△は減少） △7,359 348

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,747 △632

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,274 968

その他 △36,791 △578

小計 △45,476 △138,314

利息及び配当金の受取額 3,826 694

利息の支払額 △4,139 －

法人税等の支払額 △6,387 △3,137

営業活動によるキャッシュ・フロー △52,176 △140,757
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 10,001

貸付けによる支出 △25,450 △107,000

貸付金の回収による収入 5,600 107,434

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 ※2

 5,156 －

投資有価証券の取得による支出 △61,822 －

投資有価証券の売却による収入 21,410 14,422

有形固定資産の取得による支出 △1,816 △1,112

無形固定資産の取得による支出 △10,000 △1,429

子会社株式の取得による支出 △1,641 －

差入保証金の差入による支出 － △13,771

差入保証金の回収による収入 － 75

その他 5,131 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,431 8,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 105,300

長期借入金の返済による支出 △29,387 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,387 105,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △144,995 △26,826

現金及び現金同等物の期首残高 398,688 125,808

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △127,884 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 125,808

※1
 98,981
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

前連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　当社グループは平成19年６月期において営業損失415,072千円を計上し、前連結会計年度においては272,570千円の営

業損失、271,686千円の経常損失、516,204千円の当期純損失を計上しております。また、前連結会計年度においては営業

活動によるキャッシュ・フローが52,176千円のマイナス、投資活動によるキャッシュ・フローが63,431千円のマイナ

ス、財務活動によるキャッシュ・フローが29,387千円のマイナスとなりました。

　これらの状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　この主たる要因といたしましては、株式市場の低迷等により、当社及び投資・投資銀行事業において保有している株式

の価値下落による評価損の計上が多額に発生したこと、コンサルティング事業及び情報技術事業において、事業再構築

やリストラを進めておりますが、前連結会計年度においてはその効果が現れるまでに至らなかったこと等が挙げられま

す。

　当社グループは、当該状況を解決すべく、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を進めております。当該再

構築過程において、財務内容の健全化・磐石化策も検討・実行してまいる所存です。また、これらと並行して、グループ

全体における情報や管理体制のインフラを整備しつつ経営の効率化を追求することで、収益力のアップとコストダウン

を図り業績の向上へ活かしてまいります。

　連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映しておりま

せん。

当連結会計年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

　当社グループは、前連結会計年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フ

ローも２期連続してマイナスになっております。当連結会計年度においては176,696千円の営業損失、167,438千円の経

常損失、243,156千円の当期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローのマイナスを140,757千円計上しております。

　これらの状況により、当社グループは、前連結会計年度から引き続いて継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。

　当社は、当該状況を解決すべく、情報技術事業、コンサルティング事業、投資事業において以下のような事業の再構築を

さらに推し進め、安定収益を実現できる経営基盤の確立に取り組んで参ります。

　①情報技術事業において受託開発のみならず定期的なコンサルティングを行うビジネスモデルを確立するために必要

なスキルの高い人員を15名程度増強して参ります。原点回帰を行い、ＷＥＢアプリケーションやソフトウェアの開発

を行うとともに、デジタルコンテンツの開発、各種教育システムを提供するヒューマンリソース事業、優秀なエンジニ

アを出向型人材派遣により質の高いサービスを提供するヒューマンクリエイト事業等の新しい分野にも注力して参

ります。

　②コンサルティング事業においては、当期より東京支社を立ち上げ一定の成果を上げておりますが、営業力強化のため

に更に５名程度の人員を増強し、飲食業界に特化した物流コンサルティングに重点を置き営業展開をして参ります。

また、当社の強みである経営及び会計財務コンサルティングともあわせ、収益・資金繰りの改善やイベント、メニュー

の提案等、クライアントのニーズに合わせた幅広いコンサルティングサービスの提供を行って参ります。

　③投資事業につきましては株価低迷により投資環境が厳しく、投資先企業の倒産に代表されるリスクについて十分に

管理を行い、投資助言代理業を中心として展開して参ります。また、今後については不動産事業の新しい分野でも人員

を増強し、不動産物件の賃貸及び売買の仲介等の事業にも注力して参ります。　

　現時点では、安定収益の実現までには、相当の期間を要する見込みから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められます。なお、連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な不確実性の影響を連結財務諸表

には反映しておりません。
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１．連結の範囲に関する

事項

(1）連結子会社の数　３社

株式会社プライムファーム

株式会社アルファ・イノベーションズ

株式会社アルファ・テクノロジー

　従来連結の範囲に含めていた株式会社ＧＳ

コンサルティングを、平成20年３月１日に株

式会社プライムファームが吸収合併しまし

た。また、平成20年２月25日に株式会社アクシ

コが株主割当による新株発行を行い、当社が

株主割当増資の引受を行わなかった結果、同

社の当社に対する議決権比率が低下したた

め、株式会社アクシコ及び株式会社アクシコ

エンターテインメントは連結子会社から持分

法適用関連会社となりました。なお、持分法適

用とする時期は、平成20年１月１日からであ

ります。

(1）連結子会社の数　３社

株式会社プライムファーム

株式会社アルファ・イノベーションズ

株式会社アルファ・テクノロジー

　

 (2）主要な非連結子会社の名称等

　当社はすべての子会社を連結しており、非連

結子会社はありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関す

る事項

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連会社

株式会社アクシコ

株式会社アクシコエンターテインメント

  平成20年２月25日に株式会社アクシコが株

主割当による新株発行を行い、当社が株主割

当増資の引受を行わなかった結果、同社の当

社に対する議決権比率が低下したため、株式

会社アクシコ及び株式会社アクシコエンター

テインメントは連結子会社から持分法適用会

社となりました。なお、持分法適用とする時期

は、平成20年１月１日からであります。

(1)持分法適用の非連結子会社及び関連会社

株式会社アクシコ

株式会社アクシコエンターテインメント

  

(2)持分法非適用の非連結子会社及び関連会

社

　該当事項はありません。

(2)持分法非適用の非連結子会社及び関連会

社

同左

(3)　　　　　―――――― (3)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算

日と異なる会社については、各社の事業年度

に係る財務諸表を使用しております。

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項

　連結子会社の決算日は連結決算日と一致し

ております。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

４．会計処理基準に関す

る事項

  

(1）重要な資産の評価

基準及び評価方法

イ　有価証券

  (イ）売買目的有価証券

　時価法（売却原価は総平均法により算

定）を採用しております。

イ　有価証券

(イ）売買目的有価証券

　　　　　　――――――　

  （ロ）その他有価証券

　　　 時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平均法により算

定）を採用しております。

 （ロ）その他有価証券

　　　 時価のあるもの

同左

      　時価のないもの

総平均法による原価法を採用しており

ます。

     　時価のないもの

同左

 

 ロ　たな卸資産

 (イ）商品

  月次移動平均法による原価法を採用し

ております。

ロ　たな卸資産

 (イ）商品

――――――

  (ロ）仕掛品

　個別法による原価法を採用しておりま

す。

 (ロ）仕掛品

――――――
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

(2）重要な減価償却資

産の減価償却の方

法

イ　有形固定資産

　ａ平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法によっております。

　ｂ平成19年４月１日以後に取得したもの

定率法によっております。

　（ただし、当社及び国内連結子会社は平成

10年４月１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）は旧定額法によっておりま

す。）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物 10年

工具器具及び備品 ４～12年

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

　　　　　　　 同左

　

 

 

ロ　無形固定資産

　当社及び連結子会社は定額法を採用して

おります。

　なお、市場販売目的のソフトウェアについ

ては、原則３年以内の残存有効期間による

見込販売収益に基づく償却方法を採用し、

自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく償

却方法を採用しております。

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

同左

(3）重要な引当金の

計上基準

   貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、当社及び連結子会社は一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を

検討し回収不能見込額を計上しておりま

す。

   貸倒引当金

同左

(4）重要なリース取引

の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

　

――――――

(5）その他連結財務諸

表作成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項

　連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれ

んの償却に関する事

項

　のれん及び負ののれんの償却については、５

年間の均等償却を行っております。

同左

７．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

────── 　（リース取引に関する会計基準等）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用

しております。

これに伴う損益に与える影響はありません。　

【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

（連結貸借対照表）

  「未収入金」は、前連結会計年度まで、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記し

ました。

　なお、前連結会計年度末の「未収入金」は33,216千円で

あります。

――――――――
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年６月30日）

当連結会計年度
（平成21年６月30日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 91,217千円 投資有価証券（株式） 96,794千円

    　　　　　　　　―――――― ※２　新株引受権（24千円）は、「新株予約権」に含めて表

示しております。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 69,344千円

給与手当 100,185千円

支払報酬 31,252千円

貸倒引当金繰入額 2,158千円

減価償却費 3,939千円

のれん償却額 2,858千円

支払手数料 75,910千円

役員報酬 58,466千円

給与手当 40,301千円

支払報酬 10,500千円

減価償却費 2,157千円

支払手数料 56,524千円

※２　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

その他 15千円

計 15千円

　　　             ──────

　     

　     

　　　            ────── ※３　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

　     

　     

機械装置及び運搬具 0千円

その他 7千円

計 8千円

※４ 　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 4,743千円

その他 508千円

計 5,252千円

　　 　　　　　　　──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

 前連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
 

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
　増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式数     

　　普通株式 103,240 － － 103,240

　　　合計 103,240 － － 103,240

自己株式                 

　　普通株式 － － － －

　　　合計 － － － －

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株予約権の
内訳

新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計年度
末残高（千円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

第１回新株引

受権附社債の

新株引受権

（注）

普通株式 20 － － 20 24

 

第１回

新株予約権

（注１）

 (ストック

オプション)

普通株式 1,320 － － 1,320 －

 

第２回

新株予約権

（注１,２）

 (ストック

オプション)

(自己新株予

約権）

普通株式
16,830

（4,578）　

－

　

－

 

16,830

（4,578）　

5,610

（－）　

 

第４回

新株予約権

（注１）

 (ストック

オプション)

普通株式 2,430 － － 2,430 3,564

 

第５回

新株予約権

（注１）

 (ストック

オプション)

普通株式 270 － － 270 －

合計

 (自己新株予約権)
－

20,870

（4,578）　

－

（－）　

－

（－）　

20,870

（4,578）　

9,198

（－）　

（注）１.上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

２.自己新株予約権の取得は、平成18年10月16日付取締役会決議によるものであります。

 

３．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

　　　　該当事項はありません。

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　　　該当事項はありません。
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 当連結会計年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
 

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
　増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式数     

　　普通株式 103,240 － － 103,240

　　　合計 103,240 － － 103,240

自己株式                 

　　普通株式 － － － －

　　　合計 － － － －

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分
新株予約権の
内訳

新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計年度
末残高（千円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

第１回新株引

受権附社債の

新株引受権

（注）

普通株式 20 － － 20 24

 

第１回

新株予約権

（注１）

 (ストック

オプション)

普通株式 1,320 － － 1,320 －

 

第２回

新株予約権

（注１,２）

 (ストック

オプション)

(自己新株予

約権）

普通株式
16,830

（4,578）

－

　

－

 

16,830

（4,578）

5,610

（－）

 

第４回

新株予約権

（注１）

 (ストック

オプション)

普通株式
2,430

　

－

　

2,430

 

－

　

－

　

 

第５回

新株予約権

（注１）

 (ストック

オプション)

普通株式 270 － － 270 －

合計

 (自己新株予約権)
－

20,870

（4,578）

－

（－）

2,430

（－）

18,440

（4,578）

5,634

（－）

（注）１.上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

２.自己新株予約権の取得は、平成18年10月16日付取締役会決議によるものであります。

３.第４回新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の行使期間満了によるものであります。　

 

３．配当に関する事項

　（１）配当金支払額

　　　　該当事項はありません。

　（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　　　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス(E05387)

有価証券報告書

 51/108



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

  (千円)

現金及び預金勘定 135,809 

預入期間が３か月を超える定期預

金等
△10,001

 

現金及び現金同等物 125,808 

 

  (千円)

現金及び預金勘定 98,981 

預入期間が３か月を超える定期預

金等
－
 

現金及び現金同等物 98,981 

  
※２  連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な

内訳

       所有比率の低下による連結除外

　　　　株式会社アクシコ

　　　　株式会社アクシコエンターテインメント

  (千円)

流動資産 286,533 

固定資産 246,410 

資産合計 532,944 

流動負債 102,993 

固定負債 182,928 

負債合計 285,921 

　　  　　　　　　　──────       
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年６月30日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっており、その内容は次のとおりであります。　

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価額
相当額
 
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
 
（千円）

その他（工具器
具備品）

5,714 4,881 832

ソフトウェア 7,611 7,441 169
合計 13,325 12,323 1,002

 

取得価額
相当額
 
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
 
（千円）

その他（工具器
具備品）

3,122 3,010 111

ソフトウェア 509 441 67
合計 3,631 3,452 179

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 951千円

１年超 215千円

合計 1,166千円

１年内 215千円

１年超 －千円

合計 215千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 2,861千円

減価償却費相当額 2,338千円

支払利息相当額 179千円

支払リース料 690千円

減価償却費相当額 547千円

支払利息相当額 38千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

 　　前連結会計年度　（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

 １．売買目的有価証券

連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額（千円）

－ △64,141

 ２．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 1,600 1,880 280

小計 1,600 1,880 280

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 3,386 2,484 △902

小計 3,386 2,484 △902

合計 4,986 4,364 △622

 ３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

24,165 4,054 1,334

 ４. 時価評価されていない主な有価証券の内容

 内容 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 3,096

非上場の外国投資信託 57,600

合計 60,696
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 　　当連結会計年度　（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

  １．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 1,600 2,000 400

小計 1,600 2,000 400

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 621 621 －

小計 621 621 －

合計 2,221 2,621 400

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について2,765千円減損処理を行っております。

　　　なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30

～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。　

　

 ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

14,422 － 7,633

 ３. 時価評価されていない主な有価証券の内容

 内容 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 976

非上場の外国投資信託 －

合計 976

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日） 

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日） 

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　当社グループは、退職給付制度を設定していないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

　当社グループは、退職給付制度を設定していないため、該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 149千円

貸倒引当金 5,164千円

貸倒損失 7,239千円

その他 259千円

繰延税金資産小計 12,812千円

評価性引当額 △12,812千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産（固定）  

　投資有価証券評価損 83,714千円

 減損損失 1,110千円

　自己新株予約権評価損 12,108千円

　貸倒損失 6,699千円

　繰越欠損金 333,165千円

　繰延税金資産小計 436,797千円

　評価性引当額 △436,797千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 276千円

貸倒引当金 12,392千円

その他 667千円

繰延税金資産小計 13,336千円

評価性引当額 △13,336千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産（固定）  

　貸倒引当金 21,670千円

　投資有価証券評価損 218,395千円

　自己新株予約権評価損 12,108千円

　減価償却超過額 367千円

　一括償却資産 70千円

　その他 1,026千円

　繰越欠損金 410,067千円

　繰延税金資産小計 663,705千円

　評価性引当額 △663,705千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債（固定） 　

その他有価証券評価差額金 △167千円

繰延税金負債合計 △167千円

繰延税金負債の純額 △167千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因となった主な項目別の内訳

  当連結会計年度は税金等調整前当期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

の差異の原因となった主な項目別の内訳

  当連結会計年度は税金等調整前当期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

  1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

    (1)ストック・オプションの内容

 
 第１回新株予約権
（注２）

第２回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

付与対象者の区分及び数

 ㈱プライムファーム

取締役　３名

㈱プライムファーム監

査役　１名

（注）３

当社取締役　　６名

子会社取締役　２名

当社従業員　　３名

社外協力者　　14名

 当社取締役　　３名

 社外協力者　　５名

当社取締役　　　２名

当社監査役　　　１名

当社従業員　　　７名

子会社取締役　　３名

子会社従業員　　18名

ストック・オプションの数

（注）1
 普通株式　2,750株 普通株式　4,750株 普通株式　1,000株  普通株式　150株

付与日  平成14年６月10日 平成17年６月29日 平成17年９月26日 平成17年10月７日 

権利確定条件 定めなし  定めなし  定めなし  定めなし

対象勤務期間 定めなし 定めなし  定めなし  定めなし

権利行使期間
平成16年6月11日から

平成24年6月10日

平成18年1月1日から

平成22年12月31日

平成17年11月26日か

ら平成20年11月25日

平成19年10月1日から

平成27年9月29日

権利行使条件  （注）４ （注）５ （注）６  （注）７ 

 (注）１. 付与日現在の株式数に換算して記載しております。なお、平成17年９月５日付で株式１株を２株の株式分割、

平成17年12月１日付で株式１株を３株の株式分割をおこなったことに伴い、ストックオプション数が調整さ

れております。

２. 第１回新株予約権は、平成15年６月30日付の株式交換により当社の完全子会社となりました㈱プライム

ファームが平成14年６月10日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権を継承したものであ

ります。

３. 第１回新株予約権の付与対象者の区分及び数は、新株予約権付与日現在のものであります。なお、平成15年５

月、新株予約権者である㈱プライムファーム取締役３名は当社取締役に、㈱プライムファーム監査役１名は

当社監査役にそれぞれ就任しております。

４. 第１回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。

 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役又は監査役であること

を要する。

 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。

 ③新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。

 ④その他の権利行使の条件は、㈱プライムファームと新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に

定めるところによる。

５. 第２回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。     

 ①新株予約権の割当を受けた者が当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使

時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを条件とする。ただ

し、任期満了により退任、定年退職または当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りで

はない。   

 ②新株予約権の払込時点に当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員でない新株予約権者が権利

を行使するときは、取締役会の承認を得るものとする。     

 ③新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。     

 ④その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定

めるところによる。     

 ⑤相続が発生した場合は新株予約権の行使は認めない。     
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６. 第４回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。     

 ①新株予約権の発行日時点に当社または当社子会社の取締役、監査役並びに従業員でない新株予約権者が権

利を行使するときは、取締役会の承認を得るものとする。     

 ②１個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。     

  　　　　　③新株予約権の譲渡、質入、その他の処分を行った場合は行使を認めない。また、相続が発生した場合に

　　　　　　　行使は認めない。

 ④その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定

めるところによる。     

７. 第５回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。     

 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員

その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合はこの限りではない。     

 ②新株予約権の相続は、これを認めない。     

 ③新株予約権の譲渡、質入、その他の処分は認めない。     

 ④その他の条件については、第９回定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締

結する新株予約権割当契約に定めるところによる。     

      

２.ストック・オプションの規模及びその変動状況       

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については株式数

に換算して記載しております。       

①ストック・オプションの数 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第４回新株予約権  第５回新株予約権  

権利確定前　（株）                 

前連結会計年度末 － － － 270

付与 － － － －

分割による増加 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － 270

未確定残 － － － －

権利確定後　（株）                 

前連結会計年度末 1,320 16,830 2,430 －

権利確定 － － － 270

分割による増加 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 1,320 16,830 2,430 270

 

 

 ②単価情報

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

権利行使価格　　　　　　　　（円）

（注） 4,167 15,334 54,334 132,598

権利行使時の平均株価　　

（円） － － － －

公正な評価単価（付与日）　

（円） － － － －

（注）平成17年９月５日付で株式１株を２株の株式分割、平成17年12月１日付で株式１株を３株の株式分割を実施

致しました。権利行使価格は分割後の金額で記載しております。
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当連結会計年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

　1.権利不行使による失効により利益として計上した金額

　　　新株予約権戻入益　３百万円　

　

  2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

    (1)ストック・オプションの内容

 
 第１回新株予約権
（注２）

第２回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

付与対象者の区分及び数

 ㈱プライムファーム

取締役　３名

㈱プライムファーム監

査役　１名

（注）３

当社取締役　　６名

子会社取締役　２名

当社従業員　　３名

社外協力者　　14名

 当社取締役　　３名

 社外協力者　　５名

当社取締役　　　２名

当社監査役　　　１名

当社従業員　　　７名

子会社取締役　　３名

子会社従業員　　18名

ストック・オプションの数

（注）1
 普通株式　2,750株 普通株式　4,750株 普通株式　1,000株  普通株式　150株

付与日  平成14年６月10日 平成17年６月29日 平成17年９月26日 平成17年10月７日 

権利確定条件 定めなし  定めなし  定めなし  定めなし

対象勤務期間 定めなし 定めなし  定めなし  定めなし

権利行使期間
平成16年6月11日から

平成24年6月10日

平成18年1月1日から

平成22年12月31日

平成17年11月26日か

ら平成20年11月25日

平成19年10月1日から

平成27年9月29日

権利行使条件  （注）４ （注）５ （注）６  （注）７ 

 (注）１. 付与日現在の株式数に換算して記載しております。なお、平成17年９月５日付で株式１株を２株の株式分割、

平成17年12月１日付で株式１株を３株の株式分割をおこなったことに伴い、ストックオプション数が調整さ

れております。

２. 第１回新株予約権は、平成15年６月30日付の株式交換により当社の完全子会社となりました㈱プライム

ファームが平成14年６月10日開催の臨時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権を継承したものであ

ります。

３. 第１回新株予約権の付与対象者の区分及び数は、新株予約権付与日現在のものであります。なお、平成15年５

月、新株予約権者である㈱プライムファーム取締役３名は当社取締役に、㈱プライムファーム監査役１名は

当社監査役にそれぞれ就任しております。

４. 第１回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。

 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社及び当社子会社の取締役又は監査役であること

を要する。

 ②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。

 ③新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。

 ④その他の権利行使の条件は、㈱プライムファームと新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に

定めるところによる。

５. 第２回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。     

 ①新株予約権の割当を受けた者が当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使

時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを条件とする。ただ

し、任期満了により退任、定年退職または当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りで

はない。   

 ②新株予約権の払込時点に当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員でない新株予約権者が権利

を行使するときは、取締役会の承認を得るものとする。     

 ③新株予約権の行使にあたっては、一部行使はできないものとする。     

 ④その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定

めるところによる。     

 ⑤相続が発生した場合は新株予約権の行使は認めない。     
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６. 第４回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。     

 ①新株予約権の発行日時点に当社または当社子会社の取締役、監査役並びに従業員でない新株予約権者が権

利を行使するときは、取締役会の承認を得るものとする。     

 ②１個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。     

  　　　　　③新株予約権の譲渡、質入、その他の処分を行った場合は行使を認めない。また、相続が発生した場合に

　　　　　　　行使は認めない。

 ④その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定

めるところによる。     

７. 第５回新株予約権に関する権利行使の条件は以下の通りです。     

 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員

その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合はこの限りではない。     

 ②新株予約権の相続は、これを認めない。     

 ③新株予約権の譲渡、質入、その他の処分は認めない。     

 ④その他の条件については、第９回定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締

結する新株予約権割当契約に定めるところによる。     

      

３.ストック・オプションの規模及びその変動状況       

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については株式数

に換算して記載しております。       

①ストック・オプションの数 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権  

権利確定前　（株）                 

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － －

分割による増加 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － －

権利確定後　（株）                 

前連結会計年度末 1,320 16,830 2,430 270

権利確定 － － － －

分割による増加 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － 2,430 －

未行使残 1,320 16,830 － 270

 

 

 ②単価情報

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

権利行使価格　　　　　　　　（円）

（注） 4,167 15,334 54,334 132,598

権利行使時の平均株価　　

（円） － － － －

公正な評価単価（付与日）　

（円） － － － －

（注）平成17年９月５日付で株式１株を２株の株式分割、平成17年12月１日付で株式１株を３株の株式分割を実施

致しました。権利行使価格は分割後の金額で記載しております。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

 
情報技術事業
（千円）

コンサルティ
ング事業
（千円）

投資事業
（千円）

ⅠＴセールス
・プロモー
ション事業
（千円）

計（千円） 
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益                             

売上高                             

(1）外部顧客に対する

売上高
394 137,973 － 380,467518,835 2,850 521,685

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － － － － － －

計 394 137,973 － 380,467518,835 2,850 521,685

営業費用 2,166 205,378106,915 396,799711,260 82,995 794,255

営業損失 △1,772 △67,404△106,915△16,332△192,425△80,145△272,570

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出
                            

資産 46,073 50,500 73,439 － 170,013169,471339,484

減価償却費 － 1,486 227 1,318 3,032 907 3,939

資本的支出 － － － 10,000 10,000 1,501 11,501

　（注）１．事業区分の方法

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

情報技術事業・・・・・・・・・・・・・ＩＴ部門

コンサルティング事業・・・・・・・・・会計コンサルティング部門、直接金融コンサルティング部門

            投資事業・・・・・・・・・・・・・・・投資事業部門

            ＩＴセールス・プロモーション事業・・・ＩＴセールス・プロモーション事業部門

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は111,008千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は169,471千円であり、その主なものは、当社での

余剰運用資金（現金及び預金）及び投資有価証券であります。

５．ＩＴセールス・プロモーション事業につきましては、株式会社アクシコ及び株式会社アクシコエンターテイ

ンメントが行って参りました事業ですが、連結子会社から持分法適用関連会社へ異動したため、資産が－円

になっております。
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当連結会計年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

 
情報技術事業
（千円）

コンサルティング
事業
（千円）

投資事業
（千円）

計（千円） 
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益                         

売上高                         

(1）外部顧客に対する売上高 5,446 201,264 － 206,710 － 206,710

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － － －

計 5,446 201,264 － 206,710 － 206,710

営業費用 22,570 242,503 8,924 273,998109,407383,406

営業損失 △17,124 △41,239 △8,924 △67,288△109,407△176,696

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出                         

資産 19,321 101,755 5,203 126,280179,991306,271

減価償却費 357 1,187 71 1,615 541 2,157

資本的支出 1,428 － － 1,428 － 1,428

　（注）１．事業区分の方法

事業は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主な内容

情報技術事業・・・・・・・・・・・・・ＩＴ部門

コンサルティング事業・・・・・・・・・会計コンサルティング部門、経営コンサルティング部門

            投資事業・・・・・・・・・・・・・・・投資事業部門

        ３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は124,348千円であり、その主なもの　

は、当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は179,991千円であり、その主なものは、当社での

余剰運用資金（現金及び預金）及び投資有価証券であります。

５. ＩＴセールス・プロモーション事業につきましては、株式会社アクシコ及び株式会社アクシコエンターテイ

ンメントが行って参りました事業ですが、前連結会計年度に連結子会社から持分法適用関連会社へ異動した

ため、当連結会計年度は区分掲記をしておりません。
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【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支

店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

【関連当事者情報】

            前連結会計年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

 　　　       該当事項はありません。

            当連結会計年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

　　　　　（追加情報）

　　　　　　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適

用しております。

　　　　　　この結果、従来の開示対象範囲に加えて、重要な子会社の役員及び近親者、重要な子会社の役員及び近親者が議決権

の過半数を所有している会社が開示対象に追加されております。　　

　　　　　

　　 　１. 関連当事者との取引

　　　　　(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　　　　　　   該当事項はありません。

　　　　  (2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引　　

　　　　　　   連結財務諸表提出会社の子会社の役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等

種類
会社等の名

称又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

（千円）

事業の内

容又は職

業

議決権等

の所有

（被所

有）割合

（％）　

関連当事者

との関係

取引の

内容　　

　

取引金額

（千円）
科目

期末

残高　

子会社の役

員及びその

近親者が議

決権の過半

数を所有し

ている会社

(有)ビー・

ビー・プロ

ダクション

ズ

東京都

中央区　　

　　　

　3,000

イベント

企画・制

作

－　

イベント運

営の受託

役員の兼任　

イベン

ト運営
　34,197－ －

　　　　　（注）１．上記取引金額には消費税等は含まれておりません。　　

　　　　　　　　２．各取引については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同等に決定しております。

　　　　　　　　３．当社子会社㈱プライムファーム取締役別府尚武が議決権の過半数を直接保有しております。
　
　　　 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　　(1)親会社情報

　　　　　　 　該当事項はありません。

　        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　当連結会計年度において、重要な関連会社は株式会社アクシコであり、その要約財務諸表は以下のとおりであ

ります。

 株式会社アクシコ

流動資産合計 316,539千円

固定資産合計 290,536千円

流動負債合計 187,079千円

固定負債合計 83,742千円

純資産合計 336,254千円

売上高 894,642千円

税引前当期純利益金額 20,026千円

当期純利益金額 19,926千円
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（１株当たり情報）

前連結会計年度　
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度　
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり純資産額 3,048.17円

１株当たり当期純損失 5,000.05円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について、

潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりません。

１株当たり純資産額 988.59円

１株当たり当期純損失 2,355.25円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について、

潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりません。

　（注）１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり当期純損失         

　当期純損失（千円） 516,204 243,156

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純損失（千円） 516,204 243,156

　期中平均株式数（株） 103,240 103,240

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

第１回新株引受権附社債の新株引受

権（新株予約権の目的となる株式の

数20株）、第１回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式の数1,320

株）、第２回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数16,830

株）、第４回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数2,430株）、

第５回新株予約権（新株予約権の目

的となる株式の数270株）

第１回新株引受権附社債の新株引受

権（新株予約権の目的となる株式の

数20株）、第１回新株予約権（新株

予約権の目的となる株式の数1,320

株）、第２回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数16,830

株）、第５回新株予約権（新株予約

権の目的となる株式の数270株）
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

〈多額な資金の借入〉

　当社は決算日後において、以下のとおり総額100,000千

円の借入を行いました。（平成20年９月17日開催の取締

役会決議に基づき、株式会社システム・ビットと金銭消

費貸借契約を締結し100,000千円の借入を行いました。）

〈第三者割当による新株式の発行について〉

　当社は、平成21年７月15日開催の当社取締役会において、

株式会社中小企業助成会を引受先とする第三者割当によ

る新株式の発行を決議し、平成21年７月31日に払込が完了

いたしました。　

(1)借入金額 100,000千円

(2)借入日 平成20年９月22日

(3)借入先 株式会社システム・ビット

(4)利　　率 3.875％

(5)返済方法 最終期限に一括返済

(6)返済期限 平成21年９月18日

(7)資金の使途 運転資金

(8)担保提供資産又は保

証の有無

該当事項はありません。

第三者割当による新株式発行

募集株式発行要領　

(1)発行する株式の種類及び

数
普通株式　79,400株

(2)発行価額 １株につき　2,520円

(3)発行価額の総額 200,088,000円

(4)資本組入額 １株につき　1,260円

(5)申込期日 平成21年７月31日（金）

(6)払込期日 平成21年７月31日（金）

(7)割当先及び割当株式数
株式会社中小企業助成会　

79,400株

(8)資金の使途
有利子負債返済及び運転資

金等　

(9)割当新株式の譲渡報告に関する事項等

　　 当社は、割当先が割当新株式を発行日から２年以内

に該当株式の全部または一部を譲渡する場合は、当

該内容を直ちに当社へ報告する旨の確約を依頼する

予定であります。　

〈連結子会社の事業譲受け〉

　当社は、平成21年８月５日開催の当社取締役会において、

当社子会社である株式会社アルファ・テクノロジーが株式

会社ＡＳＯＣ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡邉圭

広、以下「ＡＳＯＣ」）の事業を譲り受けることを決議い

たしました。　

(1)事業譲受けの内容 ＡＳＯＣの全事業（デジタル

コンテンツ事業、ヒューマン

リソース事業、ヒューマンク

リエイト事業）

(2)事業譲受けの目的

　 情報技術事業において、インターネット関連商品の受

託開発業務に注力ができることと、スキルの高い人員を

増強することであります。

(3)譲受事業の経営成績　

項目 平成19年７月期平成20年７月期

売上高 119百万円 177百万円

営業利益 1百万円 △10百万円

当期純利益 0百万円 △3百万円　

総資産 35百万円 41百万円

純資産 7百万円 3百万円

(4)譲受価格 10百万円
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前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

(5)事業譲受け日 平成21年８月５日（水）

　

〈第三者割当による新株予約権の発行について〉

　当社は、平成21年９月１日開催の当社取締役会におい

て、中小企業共済株式会社を引受先とする第三者割当に

よる新株予約権の発行に関し決議し、平成21年９月29日

に開催した第13回定時株主総会の議案として付議いたし

ました。なお、株主の皆様に承認・可決されることを条件

にし、原案どおり承認可決されました。

新株予約権の発行要領

(1)新株予約権の名称

　　　　株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス第７回

新株予約権（以下「本新株予約権」という。）

(2)本新株予約権の総数

　　　　75,460個

 (3)本新株予約権の募集の方法

　　　第三者割当の方法により本新株予約権の全てを、中小企

業共済株式会社に割り当てる。

 (4)申込期間

　　　平成21年９月30日（水）

 (5)本新株予約権の割当日

　　　平成21年９月30日（水）

 (6)本新株予約権の目的である株式の種類及び数

　　　本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社

普通株式75,460株とする（本新株予約権１個の目的で

ある株式の数（以下「割当株式数」という。）は１株

とする。）。

 (7)本新株予約権に対する金銭の払込み　

　　　本新株予約権については、金銭の払込みを要しないこと

とする。

 (8)新株予約権証券　

　　　新株予約権については、新株予約権証券を発行しないも

のとする。

 (9)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　①本新株予約権の行使により出資される財産は金銭と

し、その価額は、下記に定める行使価額に割当株式数

を乗じた額とする。

　　②本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を発行

する場合における株式１株当たりの払込金額（以下

「行使価額」という。）は、平成21年６月29日から平

成21年９月28日までの証券会員制法人札幌証券取引

所（アンビシャス市場）における当社普通株式取引

の終値の平均値（終値のない日数を除く。）として

算出される額（１円未満の端数は切り捨て）とす

る。ただし、行使価額は第（10）項に定めるところに

従い調整されるものとする。

(10)行使価額の調整

　　①当社は、本新株予約権の割当日後、本項第②号に掲げる

各事由により当社普通株式が交付され発行済普通株

式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性が

ある場合は、次に定める算式（以下「行使価額　　　
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前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

調整式」という。）をもって行使価額を調整する。　

    既発行

株式数 +

交付普通株式数 × １株当たりの払込金額

調整後行

使価額
=

調整前行

使価額
×

時価

既発行株式数 ＋ 交付普通株式数

　　②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整

を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。

　　　イ.本項第④号ロに定める時価を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を新たに交付する場合（ただし、

当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換え

に交付する場合又は当社普通株式の交付を請求で

きる新株予約権もしくは新株予約権付社債その他

の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を

除く。）の調整後の行使価額は、払込期日（募集に

際して払込期間が設けられているときは当該払込

期間最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、

当社普通株式の株主（以下「普通株主」とい

う。）に割当てを受ける権利を与えるための基準

日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用す

る。

　　　ロ.株式分割又は無償割当てにより当社普通株式を発行

する場合、調整後の行使価額は、当社普通株式の株

式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式

の無償割当てについて普通株主に割当を受ける権

利を与えるための基準日がある場合はその翌日以

降、また当社普通株式の無償割当てについて当社

普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準

日がない場合又は株主（普通株主を除く。）に当

社普通株式の無償割当てをする場合は当該割当て

の効力発生日の翌日以降、これを適用する。

　　　ハ.本項第④号ロに定める時価を下回る対価をもって当

社普通株式の交付をする旨の定めがある取得請求

権付株式もしくは取得条項付株式を発行する場合

（無償割当ての場合を含む。）又は本項第④号ロ

に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権その他の証券もし

くは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含

む。）、調整後の行使価額は、発行される取得請求

権付株式もしくは取得条項付株式又は新株予約権

その他の証券又は権利の全てが当初の条件で請求

又は行使されて当社普通株式が交付されたものと

みなして行使価額調整式を準用して算出するもの

とし、払込期日（新株予約権の場合は割当日、また

無償割当ての場合は効力発生日の翌日）以降、こ

れを適用する。但し、普通株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日がある場合はその翌日以

降、これを適用する。上記にかかわらず、請求又は

行使に際して交付される当社普通株式の対価が取

得請求権付株式もしくは取得条項付株式又は新株

予約権その他の証券又は権利が発行された時点で

確定していない場合は、調整後の行
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前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

　　     使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取

得請求権付株式もしくは取得条項付株式又は新株

予約権その他の証券又は権利の全てが当該対価の

確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式

が交付されたものとみなして行使価額調整式を準

用して算出するものとし、当該対価が確定した日

の翌日以降、これを適用する。

　　　ニ.本号イ乃至ハの各取引において、株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各

取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又

は取締役会その他当社の機関の承認を条件として

いるときは、本号イ乃至ハにかかわらず、調整後の

行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これ

を適用する。

　　　　　 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の

承認があった日までに本新株予約権を行使した本

新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当

社普通株式を交付するものとする。

株式数 =

(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間

内に交付された株式数　

調整後行使価額

　　　　 　この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切

り捨てる。

　　③行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と

調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる限

りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その

後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使

価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前

行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を

差引いた額を使用する。

　　④イ.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を切捨てる。

　　　ロ.行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価

額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日（終値（気配表示を含む。）のない日数を

除く。）の証券会員制法人札幌証券取引所におけ

る当社普通株式取引の終値（気配表示を含む。）

の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位

未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切捨て

る。

　　　ハ.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日

（基準日を定めない場合は効力発生日）がある

場合はその日、基準日（基準日を定めない場合は

効力発生日）がない場合は調整後の行使価額を

適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行

済普通株式数から、当該日における当社の有する

当社普通株式の数を控除した数とする。また、本

項第②号ロの基準日における当社の有する当社

普通株式に割当てられる当社普通株式数を含ま

ないものとする。

　　⑤本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外に

も、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価
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前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

　　   額の調整を行う。

　　 イ.株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継

会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株

式交換のために行使価額の調整を必要とすると

き。

     ロ.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の

可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整

を必要とするとき。

　　 ハ.行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生

し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出

にあたり使用すべき時価につき、他方の事由によ

る影響を考慮する必要があるとき。

　　⑥本項に定めるところにより行使価額の調整を行うとき

は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその

事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその

適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日まで

に本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前

日までに前記の通知を行うことができないときは、

適用の日以降すみやかにこれを行う。　

(11)本新株予約権の行使請求期間

　　　 平成21年10月１日から平成22年９月30日までとする。た

だし、第（13）項に従って当社が本新株予約権の全部

を取得する場合、当社が取得する本新株予約権につい

ては、取得日の前日までとする。

(12)その他の本新株予約権の行使の条件

      １個の本新株予約権の一部につき行使することはで

きないものとする。

(13)本新株予約権の取得の事由及び取得の条件

  当社は、当社が吸収合併により消滅会社となること、

もしくは株式交換又は株式移転により他の会社の完全

子会社となることを当社の株主総会で決議し、当該吸

収合併もしくは株式交換又は株式移転の効力発生日以

前の取締役会において本新株予約権を取得する日を定

めた場合、会社法第273条第２項の規定に従って通知又

は公告したうえで、かかる取得日に、その時点において

残存する本新株予約権の全部を無償にて取得すること

ができる。

(14)本新株予約権の譲渡制限

　　　本新株予約権の譲渡による取得については、これを認め

ないものとする。

(15)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の資本組入額

　 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じる場合はその端数を切り上げた金額とする。

　 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本準備金の額は、本項第①号記載の資

本金等増加限度額から本項第①号に定める増加する

資本金の額を減じた額とする。

(16)本新株予約権の行使請求及び払込の方法
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前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

　　 ①本新株予約権を行使する場合、第(11)項に定める行使

期間中に、第(17)項に定める行使請求受付場所に対

して、行使請求に必要な事項を通知するものとする。

　  ②本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知

に加えて、本新株予約権の行使により交付される当

社普通株式に係る行使価額の全額を現金にて第(17)

項に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振

り込むものとする。

    ③本新株予約権の行使請求の効力は、第(17)項に定め

る行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部

の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定

める口座に入金された日に発生する。　

(17)新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込

取扱場所

　  ①本新株予約権の行使請求の受付場所

      当社東京本社　経営管理部

    ②本新株予約権の行使請求の取次場所

　　　該当事項はありません。

　  ③本新株予約権の行使請求の払込取扱場所

      株式会社三井住友銀行　六本木支店

(18)その他　

　 ①前各項については、平成21年９月29日開催予定の当社

定時株主総会において、特別決議による承認決議が

なされることを条件とする。

　 ②上記に定めるものの他、本新株予約権発行に必要な一

切の事項の決定及び手続の執行については、当社代

表取締役及びその指名する者に一任する。　

　

〈ストック・オプションとして新株予約権を発行すること

について〉

　当社は、平成21年９月１日開催の当社取締役会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、

当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、ス

トック・オプションとして発行する新株予約権（以下、

「本新株予約権という。」）の募集事項の決定を当社取

締役会に委任することについて承認を求める議案を、平

成21年９月29日開催の当社第13回定時株主総会の議案と

して付議いたしました。なお、株主の皆様に承認・可決さ

れることを条件にし、原案どおり承認可決されました。

新株予約権の発行要領

 (1)新株予約権の割当てを受ける者

　　　　　当社の取締役及び従業員ならびに当社子会社の取締役

及び従業員のうち当社の取締役会が認めた者に対し

て割当てるものとする。

　　 (2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

　　　　　当社普通株式15,000株を上限とする。

　        なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、

次の算式により目的となる株式数を調整するも
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前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

　　　 のとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当

該時点で権利行使されていない新株予約権の目的と

なる株式数についてのみ行われ、調整による１株未

満の端数はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　　　　また、本新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」

という。）以降、当社が合併又は会社分割を行う場合

等、付与株式数の調整を必要とするやむをえない事

由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘

案の上、合理的な範囲で株式数を調整し、当該時点で

行使されていない新株予約権を合計した調整後株式

数をもって新株予約権の目的たる株式数とする。

　　 (3)発行する新株予約権の総数

　　　　　1,500個を上限とする。なお、本新株予約権１個当たりの

目的となる株式数（以下、「付与株数」という。）は

10株とする。ただし、上記「(2)新株予約権の目的た

る株式の種類及び数」に定める株式数の調整を行っ

た場合は、同様の調整を行う。

　　 (4)新株予約権の発行価額

　　　　　金銭の払い込みを要しないものとする。

　　 (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

          各新株予約権１個の行使に際して出資される財産

の価額は、１株当たりの払込金額(以下、「行使価

額」という。) に付与株数を乗じた金額とする。

　　　　　行使価額は、割当日の属する月の前月各日（取引が成立

しない日を除く）における証券会員制法人札幌証券

取引所（アンビシャス市場）における当社普通株式

取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円

未満の端数は切り上げるものとする。

　　　　　ただし、その金額が割当日の証券会員制法人札幌証券取

引所（アンビシャス市場）における当社普通株式取

引の終値（取引が成立しない場合はそれに先立つ直

近日の終値）を下回る場合は、割当日の終値とする。

　　　　　なお、本新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併

合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により行使価額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 =調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、本新株予約権発行後、当社が時価を下回る発

行価額（株主割当増資を含む）又は処分価額をもっ

て普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社

普通株式を処分する場合には、次に定める算式を

もって行使価額を調整する。ただし、調整の結果生ず

る１円未満の端数は切り上げるものとする。
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前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

    既発行株

式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払

込金額

調整後行

使価額
=

調整前行使

価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行

い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認

める行使価額の調整を行うことができるものとす

る。

　　 (6)新株予約権の権利行使期間

　　　　　本新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議日の

翌日から２年を経過した日を始期として、その後２

年間とする。　

　　 (7)新株予約権の行使の条件

　　　　①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権

者」という。）は、権利行使時において当社又は当

社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地位を

有していることを要する。ただし、任期満了による

退任、定年による退職、その他当社取締役会が正当

な理由があると認めた場合はこの限りではない。

　　　　②本新株予約権の相続は認めないものとする。

　　　　③その他の条件については、当社取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。

　   (8)新株予約権の取得事由及び消却条件

　　　　　本新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議日の

翌日から２年を経過した日を始期として、その後２

年間とする。

　　　　①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、

当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議

案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認さ

れたときは、本新株予約権は無償で取得すること

ができる。

　　　　②本新株予約権は、新株予約権者が上記「(7)新株予約権

の行使の条件」に定める行使の条件に該当しなく

なった場合又は新株予約権者が死亡した場合は、

その新株予約権を無償で取得することができる。

　　　　③その他の条件については、当社取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。

　　 (9)新株予約権の譲渡制限

　　　　　譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役

会の承認を要するものとする。

　  (10)新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金に関する事項

        ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おいて増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い計算される資本金等増加限度額の

EDINET提出書類

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス(E05387)

有価証券報告書

 72/108



前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

  ２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

　　　　②本新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本準備金の額は、本項第①号記載の

資本金等増加限度額から本項第①号に定める増加

する資本金の額を減じた額とする。

　  (11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い

          当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に

限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若し

くは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場

合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行

為」という。) をする場合において、組織再編行為の

効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を

生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の

成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生

ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ず

る日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社

の成立の日をいう。以下同じ。）において行使されて

おらずかつ当社により取得されていない新株予約権

（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第

236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会

社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権

をそれぞれ交付することとする。この場合において

は、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予

約権を新たに発行するものとする。

          ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は

株式移転計画において定めることを条件とする。

　      ①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　　　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の

数をそれぞれ交付する。

　　　　②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

　　　　　　再編対象会社の普通株式とする。

　　　　③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

　　　　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「(2)新株予

約権の目的たる株式の種類及び数」等に準じて合

理的に決定する。

　　　　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額は、「(5)新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額」に従って定める調整後行使価

額に、上記③に従って決定される当該各新株予約

権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて

得られる金額とする。

　　　　⑤新株予約権の権利行使期間

　　　　　　上記「(6)新株予約権の権利行使期間」の開始日又は

組織再編行為の効力発生日のうちいずれか
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前連結会計年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

　遅い日から、上記「(6)新株予約権の権利行使期

間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　　　　上記「(10)新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項」に準じて決定する。

　　　　⑦新株予約権の譲渡制限

　　　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会

社取締役会の承認を要するものとする。

　　　　⑧新株予約権の取得事由及び消却条件

　　　　　上記「(8)新株予約権の取得事由及び消却条件」に準

じて決定する。その他の条件については、再編対象

会社の条件に準じて決定する。

　  (12)新株予約権の割当日

          当社第13回定時株主総会承認後、別途当社取締役

会が定める日とする。

    (13)新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

          当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を

発行しないものとする。　
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）　

当期末残高
（千円）　

平均利率
（％）

返済期限

 短期借入金 － 105,300 4.2  －

 １年以内に返済予定の長期借入金 － － －  －

 １年以内に返済予定のリース債務 － － －　 －　

 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） － － －  －

 リース債務（1年以内に返済予定のものを除く） － － －　 －　

 その他有利子負債 － － －  －

合計 － 105,300 － －

（注）平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

（２）【その他】

①当連結会計年度における四半期情報

 

第１四半期

自平成20年７月１日

至平成20年９月30日

第２四半期

自平成20年10月１日

至平成20年12月31日

第３四半期

自平成21年１月１日

至平成21年３月31日

第４四半期

自平成21年４月１日

至平成21年６月30日

売上高（千円） 1,732 43,390 44,130 117,456

税金等調整前四半期純損失

金額（千円）
90,385 57,587 40,674 51,594

四半期純損失金額

（千円）
91,088 58,290 41,378 52,397

１株当たり四半期純損失金

額（円）
882.30 564.61 400.80 507.54

②重要な訴訟事件等

イ.平成21年５月12日、当社の連結子会社である株式会社プライムファームは、板垣洋氏に対し、売掛金及び保証金

等の返還を求める訴訟を札幌地方裁判所に提起いたしました。これは、平成20年４月及び５月並びに６月の売掛代

金17,490千円と平成18年10月１日に営業保証金として契約を交わした代金15,000千円であり、平成20年６月末日

に同契約が終結しており返還を求めていたものであるが、当該債務の精算が進展しないことから訴訟の提起をし

たものであります。

ロ.板垣洋氏より当社連結子会社株式会社プライムファームに対し、平成21年８月３日付(反訴状送達日：平成21年

８月６日)で、平成21年５月12日に提起した訴訟(本訴)の売掛金及び保証金返還請求に対しての、反訴が札幌地方

裁判所に提起されました。これは、板垣洋氏が株式会社プライムファームに対しての債権の存在を主張するととに

相殺差額金37,294千円を求めるものです。　
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年６月30日)

当事業年度
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 62,579 71,926

売掛金 2,341 1,575

前払費用 1,740 4,100

短期貸付金 ※1
 66,504

※1
 10,350

未収入金 3,071 2,627

未収消費税等 － 2,856

その他 2,606 596

貸倒引当金 － △1,200

流動資産合計 138,842 92,832

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 870 －

減価償却累計額 △181 －

建物及び構築物（純額） 689 －

工具、器具及び備品 1,638 1,403

減価償却累計額 △827 △1,032

工具、器具及び備品（純額） 810 371

有形固定資産合計 1,499 371

投資その他の資産

投資有価証券 120 －

関係会社株式 264,031 167,982

差入保証金 6,975 1,214

敷金 － 14,071

関係会社長期貸付金 － 26,616

長期前払費用 － 1,005

貸倒引当金 － △26,616

投資その他の資産合計 271,127 184,273

固定資産合計 272,627 184,644

資産合計 411,470 277,477

負債の部

流動負債

短期借入金 － 105,300

未払金 8,086 2,623

未払費用 － 3,504

未払法人税等 1,900 2,211

その他 655 893

流動負債合計 10,641 114,532

負債合計 10,641 114,532
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年６月30日)

当事業年度
(平成21年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 617,207 617,207

資本剰余金

資本準備金 122,663 122,663

その他資本剰余金 400,000 400,000

資本剰余金合計 522,663 522,663

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 10,000 10,000

繰越利益剰余金 △758,240 △992,560

利益剰余金合計 △748,240 △982,560

株主資本合計 391,630 157,310

新株予約権 ※2
 9,198

※2
 5,634

純資産合計 400,828 162,944

負債純資産合計 411,470 277,477
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日)

当事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 ※1
 31,750

※1
 14,350

売上総利益 31,750 14,350

販売費及び一般管理費

役員報酬 30,140 32,066

給料 15,314 15,591

法定福利費 2,960 4,934

旅費及び交通費 4,589 5,774

支払報酬 5,240 8,021

保険料 739 705

租税公課 415 329

減価償却費 907 541

賃借料 6,120 6,898

支払手数料 45,213 42,024

その他 4,413 7,460

販売費及び一般管理費合計 116,054 124,348

営業損失（△） △84,304 △109,998

営業外収益

受取利息 1,234 470

雑収入 － 4,128

その他 441 －

営業外収益合計 1,675 4,598

営業外費用

支払利息 － 3,036

為替差損 － 589

雑損失 19 15

営業外費用合計 19 3,642

経常損失（△） △82,649 △109,042

特別利益

投資有価証券売却益 1,861 －

新株予約権戻入益 － 3,564

特別利益合計 1,861 3,564
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日)

当事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

特別損失

固定資産売却損 － ※2
 3

固定資産除却損 ※3
 4,905 －

投資有価証券評価損 48,858 120

投資有価証券売却損 654 －

関係会社株式評価損 419,701 96,049

自己新株予約権評価損 29,757 －

事務所移転損失 1,646 2,952

貸倒引当金繰入額 － 27,816

特別損失合計 505,522 126,941

税引前当期純損失（△） △586,310 △232,419

法人税、住民税及び事業税 1,922 1,900

法人税等合計 1,922 1,900

当期純損失（△） △588,233 △234,319
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日)

当事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 617,207 617,207

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 617,207 617,207

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 122,663 122,663

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 122,663 122,663

その他資本剰余金

前期末残高 400,000 400,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 400,000 400,000

資本剰余金合計

前期末残高 522,663 522,663

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 522,663 522,663

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 10,000 10,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,000 10,000

繰越利益剰余金

前期末残高 △170,007 △758,240

当期変動額

当期純損失（△） △588,233 △234,319

当期変動額合計 △588,233 △234,319

当期末残高 △758,240 △992,560

利益剰余金合計

前期末残高 △160,007 △748,240

当期変動額

当期純損失（△） △588,233 △234,319

当期変動額合計 △588,233 △234,319
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成19年７月１日
　至　平成20年６月30日)

当事業年度
(自　平成20年７月１日
　至　平成21年６月30日)

当期末残高 △748,240 △982,560

株主資本合計

前期末残高 979,863 391,630

当期変動額

当期純損失（△） △588,233 △234,319

当期変動額合計 △588,233 △234,319

当期末残高 391,630 157,310

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △12,092 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

12,092 －

当期変動額合計 12,092 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △12,092 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

12,092 －

当期変動額合計 12,092 －

当期末残高 － －

新株予約権

前期末残高 △20,559 9,198

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,757 △3,564

当期変動額合計 29,757 △3,564

当期末残高 9,198 5,634

純資産合計

前期末残高 947,212 400,828

当期変動額

当期純損失（△） △588,233 △234,319

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,849 △3,564

当期変動額合計 △546,384 △237,883

当期末残高 400,828 162,944
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

前事業年度（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）

　当社は平成19年６月期において営業損失41,244千円を計上し、前事業年度においては84,304千円の営業損失、82,649千

円の経常損失、588,233千円の当期純損失を計上しております。

　これらの状況により、当社は、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　この主たる要因といたしましては、子会社株式の評価損及び株式市場の低迷等により、当社において保有している株式

の価値下落による損失の計上が多額に発生したこと等が挙げられます。

　当社は、当該状況を解決すべく、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を進めております。当該再構築過程

において、財務内容の健全化・磐石化策も検討・実行してまいる所存です。また、これらと並行して、情報や管理体制の

インフラを整備しつつ経営の効率化を追求することで、収益力のアップとコストダウンを図り業績の向上へ活かしてま

いります。

　個別財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な疑義の影響を個別財務諸表には反映しておりま

せん。　

当事業年度（自　平成20年７月１日　至　平成21年６月30日）

　当社は、前事業年度まで２期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しております。

当社は平成20年６月期において営業損失84,304千円を計上し、当事業年度においては109,998千円の営業損失、109,042

千円の経常損失、234,319千円の当期純損失を計上しております。

　これらの状況により、当社は、前事業年度から引き続いて継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解決すべく、事業の選択と集中を含めた経営及び事業の再構築を推進すること、安定的なキャッ

シュ・フローの創出を実現できる経営基盤を確立すること、企業としての信用力を回復して資金繰りを安定化するため

の財務基盤を強化することが最重要課題であると考えております。また、情報及び管理体制のインフラを整備しつつ経

営の効率化を追求することで、収益力のアップとコストダウンを図り業績の向上へ活かしてまいります。　

　　現時点では、安定収益の実現までには、相当の期間を要する見込みから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め

られます。なお、財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な不確実性の影響を財務諸表には反映し

ておりません。
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度 

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度 
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　総平均法による原価法を採用しており

ます。

(1）子会社株式

同左

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　総平均法による原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　ａ平成19年３月31日以前に取得したも

の

旧定率法によっております。

　ｂ平成19年４月１日以後に取得したも

の

定率法によっております。

　（ただし、平成10年４月１日以降取得し

た建物（附属設備を除く）については定

額法）

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。 

建物 10年

工具器具及び備品 ４～８年

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　　　　　　　 同左

３．引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権について個別に

回収可能性を検討し回収不能見込額を計上

しております。

貸倒引当金

同左
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項目
前事業年度 

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度 
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

　

――――――

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によって

おります。

消費税等の会計処理

同左

【財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

　                   ―――――― （リース取引に関する会計基準等）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用

しております。

これに伴う損益に与える影響はありません。　
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【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

―――――

（貸借対照表）

　前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

した「未収消費税等」は、当期において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期末の「未収消費税等」は2,606千円であります。

　前期まで投資その他の資産の「差入保証金」に含めて表

示しておりました「敷金」は、当期において、資産の総額の

100分の１を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期末の「敷金」は6,961千円であります。

【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年６月30日）

当事業年度
（平成21年６月30日）

※１　関係会社項目

　関係会社に対する資産は次のものがあります。

※１　関係会社項目

　関係会社に対する資産は次のものがあります。

短期貸付金 66,504千円 短期貸付金 10,350千円

　　　　　　　　　　―――――― ※２　新株引受権（24千円）は、「新株予約権」に含めて表

示しております。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社への売上高 31,750千円 関係会社への売上高 10,900千円

　　　　　　　　　　　――――― ※２　固定資産売却損は工具器具及び備品が3千円でありま

す。　　　　　　　　

※３　固定資産除却損は建物及び構築物が4,743千円、工具

器具及び備品が161千円であります。

　　　　　　　　　　　―――――

（株主資本等変動計算書関係）

 　　 　自己株式の種類及び株式数に関する事項　

 　　　　該当事項はありません。 

 

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

 該当事項はありません。  該当事項はありません。

（有価証券関係）

　前事業年度（平成20年６月30日）及び当事業年度（平成21年６月30日）における子会社株式及び関連会社株式で

時価のあるものはありません。　 
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（固定）  

　投資有価証券評価損 19,880千円

　子会社株式評価損 228,965千円

　自己新株予約権評価損 12,108千円

　繰越欠損金 99,893千円

　繰延税金資産小計 360,847千円

　評価性引当額 △360,847千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産（流動） 　

未払事業税 126千円

貸倒引当金 488千円

繰延税金資産小計 615千円

評価性引当額 △615千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金資産（固定）  

　貸倒引当金 10,830千円

　投資有価証券評価損 1,220千円

　子会社株式評価損 268,047千円

　自己新株予約権評価損 12,108千円

　減価償却超過額 210千円

　一括償却資産 41千円

　その他 1,026千円

　繰越欠損金 142,269千円

　繰延税金資産小計 435,754千円

　評価性引当額 △435,754千円

繰延税金資産合計 －千円

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった項目別の内訳

 　  当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記

載しておりません。

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった項目別の内訳

 　  当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記

載しておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり純資産額 3,793.40円

１株当たり当期純損失 5,697.72円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、

潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

１株当たり純資産額  1,523.74円

１株当たり当期純損失 2,269.66円

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、

潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり当期純損失         

　当期純損失              （千円） 588,233 234,319

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式に係る当期純損失（千円） 588,233 234,319

　期中平均株式数（株） 103,240 103,240

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

第１回新株引受権附社債の新株引

受権（新株予約権の目的となる株

式の数20株）、第１回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数1,320株）、第２回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数16,830株）、第４回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数2,430株）、第５回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数270株）

第１回新株引受権附社債の新株引

受権（新株予約権の目的となる株

式の数20株）、第１回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数1,320株）、第２回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数16,830株）、第５回新株予約権

（新株予約権の目的となる株式の

数270株）
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

〈多額な資金の借入〉

　当社は決算日後において、以下のとおり総額100,000千円

の借入を行いました。（平成20年９月17日開催の取締役会

決議に基づき、株式会社システム・ビットと金銭消費貸借

契約を締結し100,000千円の借入を行いました。）

〈第三者割当による新株式の発行について〉

　当社は、平成21年７月15日開催の当社取締役会において、

株式会社中小企業助成会を引受先とする第三者割当によ

る新株式の発行を決議し、平成21年７月31日に払込が完了

いたしました。　

１.借入金額 100,000千円

２.借入日 平成20年９月22日

３.借入先 株式会社システム・ビット

４.利　　率 3.875％

５.返済方法 最終期限に一括返済

６.返済期限 平成21年９月18日

７.資金の使途 運転資金

８.担保提供資産又は保

証の有無

該当事項はありません。

第三者割当による新株式発行

募集株式発行要領　

１.発行する株式の種類及

び数
普通株式　79,400株

２.発行価額 １株につき　2,520円

３.発行価額の総額 200,088,000円

４.資本組入額 １株につき　1,260円

５.申込期日 平成21年７月31日（金）

６.払込期日 平成21年７月31日（金）

７.割当先及び割当株式数
株式会社中小企業助成会　

79,400株

８.資金の使途
有利子負債返済及び運転資

金等　

９.割当新株式の譲渡報告に関する事項等

　　 当社は、割当先が割当新株式を発行日から２年以内

に該当株式の全部または一部を譲渡する場合は、当

該内容を直ちに当社へ報告する旨の確約を依頼す

る予定であります。

　

〈第三者割当による新株予約権の発行について〉

　当社は、平成21年９月１日開催の当社取締役会におい

て、中小企業共済株式会社を引受先とする第三者割当に

よる新株予約権の発行に関し決議し、平成21年９月29日

に開催した第13回定時株主総会の議案として付議いた

しました。なお、株主の皆様に承認・可決されることを

条件にし、原案どおり承認可決されました。

新株予約権の発行要領

(1)新株予約権の名称

　　　　株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス第７

回新株予約権（以下「本新株予約権」という。）

(2)本新株予約権の総数

　　　　75,460個

 (3)本新株予約権の募集の方法

　　　第三者割当の方法により本新株予約権の全てを、中小

企業共済株式会社に割り当てる。

 (4)申込期間

　　　平成21年９月30日（水）

 (5)本新株予約権の割当日

　　　平成21年９月30日（水）

 (6)本新株予約権の目的である株式の種類及び数

　　本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当

社普通株式75,460株とする（本新株予約権１個の目

的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は

１株とする。）。
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前事業年度
（自　平成19年７月１日
　　至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

 (7)本新株予約権に対する金銭の払込み　

　　　本新株予約権については、金銭の払込みを要しないこ

ととする。

 (8)新株予約権証券　

　　　新株予約権については、新株予約権証券を発行しない

ものとする。

 (9)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　①本新株予約権の行使により出資される財産は金銭と

し、その価額は、下記に定める行使価額に割当株式

数を乗じた額とする。

　　②本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を発

行する場合における株式１株当たりの払込金額

（以下「行使価額」という。）は、平成21年６月29

日から平成21年９月28日までの証券会員制法人札

幌証券取引所（アンビシャス市場）における当社

普通株式取引の終値の平均値（終値のない日数を

除く。）として算出される額（１円未満の端数は切

り捨て）とする。ただし、行使価額は第（10）項に

定めるところに従い調整されるものとする。

(10)行使価額の調整

　　①当社は、本新株予約権の割当日後、本項第②号に掲げ

る各事由により当社普通株式が交付され発行済普

通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可

能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価

額調整式」という。）をもって行使価額を調整す

る。　 

    既発行

株式数 +

交付普通株式数 × １株当たりの払込金額

調整後

行使価

額

=
調整前行

使価額
×

時価

既発行株式数 ＋ 交付普通株式数

　　②行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調

整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時

期については、次に定めるところによる。

　　　イ.本項第④号ロに定める時価を下回る払込金額をもっ

て当社普通株式を新たに交付する場合（ただし、

当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換

えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請

求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債

その他の証券もしくは権利の請求又は行使によ

る場合を除く。）の調整後の行使価額は、払込期

日（募集に際して払込期間が設けられていると

きは当該払込期間最終日とする。以下同じ。）の

翌日以降、また、当社普通株式の株主（以下「普

通株主」という。）に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合は、その日の翌日以

降、これを適用する。

　　　ロ.株式分割又は無償割当てにより当社普通株式を発行

する場合、調整後の行使価額は、当社普通
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前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

　　     株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普

通株式の無償割当てについて普通株主に割当を

受ける権利を与えるための基準日がある場合は

その翌日以降、また当社普通株式の無償割当てに

ついて当社普通株主に割当を受ける権利を与え

るための基準日がない場合又は株主（普通株主

を除く。）に当社普通株式の無償割当てをする場

合は当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを

適用する。　　　ハ.本項第④号ロに定める時価を下

回る対価をもって当社普通株式の交付をする旨

の定めがある取得請求権付株式もしくは取得条

項付株式を発行する場合（無償割当ての場合を

含む。）又は本項第④号ロに定める時価を下回る

対価をもって当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権その他の証券もしくは権利を発行す

る場合（無償割当ての場合を含む。）、調整後の

行使価額は、発行される取得請求権付株式もしく

は取得条項付株式又は新株予約権その他の証券

又は権利の全てが当初の条件で請求又は行使さ

れて当社普通株式が交付されたものとみなして

行使価額調整式を準用して算出するものとし、払

込期日（新株予約権の場合は割当日、また無償割

当ての場合は効力発生日の翌日）以降、これを適

用する。但し、普通株主に割当てを受ける権利を

与えるための基準日がある場合はその翌日以降、

これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行

使に際して交付される当社普通株式の対価が取

得請求権付株式もしくは取得条項付株式又は新

株予約権その他の証券又は権利が発行された時

点で確定していない場合は、調整後の行使価額

は、当該対価の確定時点で発行されている取得請

求権付株式もしくは取得条項付株式又は新株予

約権その他の証券又は権利の全てが当該対価の

確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株

式が交付されたものとみなして行使価額調整式

を準用して算出するものとし、当該対価が確定し

た日の翌日以降、これを適用する。

　　　ニ.本号イ乃至ハの各取引において、株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日が設定され、か

つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主

総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条

件としているときは、本号イ乃至ハにかかわら

ず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の

翌日以降、これを適用する。

　　　　　 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引

の承認があった日までに本新株予約権を行使し

た本新株予約権者に対しては、次の算出方法によ

り、当社普通株式を交付するものとする。
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前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

株式数 =

(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間

内に交付された株式数　

調整後行使価額

      　この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを

切り捨てる。

　　③行使価額調整式により算出された調整後の行使価額

と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどま

る限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、

その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生

し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の

調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの

差額を差引いた額を使用する。

　　④イ.行使価額調整式の計算については、円位未満小数

第２位まで算出し、小数第２位を切捨てる。

　　　ロ.行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価

額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30

取引日（終値（気配表示を含む。）のない日数

を除く。）の証券会員制法人札幌証券取引所に

おける当社普通株式取引の終値（気配表示を含

む。）の平均値とする。この場合、平均値の計算

は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位

を切捨てる。

　　　ハ.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日

（基準日を定めない場合は効力発生日）がある

場合はその日、基準日（基準日を定めない場合

は効力発生日）がない場合は調整後の行使価額

を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発

行済普通株式数から、当該日における当社の有

する当社普通株式の数を控除した数とする。ま

た、本項第②号ロの基準日における当社の有す

る当社普通株式に割当てられる当社普通株式数

を含まないものとする。

　　⑤本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外

にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額

の調整を行う。

　　 イ.株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承

継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする

株式交換のために行使価額の調整を必要とする

とき。

     ロ.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更

の可能性が生じる事由の発生により行使価額の

調整を必要とするとき。

　　 ハ.行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発

生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算

出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。

　　⑥本項に定めるところにより行使価額の調整を行うと

きは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びに

その事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及

びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前

日までに本新株予約権者に通知する。ただし、適用

の日の前日までに前記の通知を行うことができな

いときは、適用の日以降すみやかにこ
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前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

　　れを行う。　

(11)本新株予約権の行使請求期間

　　　 平成21年10月１日から平成22年９月30日までとする。

ただし、第（13）項に従って当社が本新株予約権の全

部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権につ

いては、取得日の前日までとする。

(12)その他の本新株予約権の行使の条件

　　　１個の本新株予約権の一部につき行使することはでき

ないものとする。

(13)本新株予約権の取得の事由及び取得の条件

  当社は、当社が吸収合併により消滅会社となるこ

と、もしくは株式交換又は株式移転により他の会社の

完全子会社となることを当社の株主総会で決議し、当

該吸収合併もしくは株式交換又は株式移転の効力発

生日以前の取締役会において本新株予約権を取得す

る日を定めた場合、会社法第273条第２項の規定に

従って通知又は公告したうえで、かかる取得日に、そ

の時点において残存する本新株予約権の全部を無償

にて取得することができる。

(14)本新株予約権の譲渡制限

　　　本新株予約権の譲渡による取得については、これを認

めないものとする。

(15)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の資本組入額

　 ①新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の

２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が

生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。

　 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合におい

て増加する資本準備金の額は、本項第①号記載の資

本金等増加限度額から本項第①号に定める増加す

る資本金の額を減じた額とする。

(16)本新株予約権の行使請求及び払込の方法

     ①本新株予約権を行使する場合、第(11)項に定める行

使期間中に、第(17)項に定める行使請求受付場所に

対して、行使請求に必要な事項を通知するものとす

る。

　  ②本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通

知に加えて、本新株予約権の行使により交付される

当社普通株式に係る行使価額の全額を現金にて第

(17)項に定める払込取扱場所の当社が指定する口

座に振り込むものとする。

    ③本新株予約権の行使請求の効力は、第(17)項に定め

る行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全

部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の

行使に際して出資される財産の価額の全額が前号

に定める口座に入金された日に発生する。

(17)新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込

取扱場所　
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前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

　　①本新株予約権の行使請求の受付場所

      当社東京本社　経営管理部

    ②本新株予約権の行使請求の取次場所

　　　該当事項はありません。

　  ③本新株予約権の行使請求の払込取扱場所

      株式会社三井住友銀行　六本木支店

(18)その他　

　 ①前各項については、平成21年９月29日開催予定の当

社定時株主総会において、特別決議による承認決議

がなされることを条件とする。

　 ②上記に定めるものの他、本新株予約権発行に必要な

一切の事項の決定及び手続の執行については、当社

代表取締役及びその指名する者に一任する。　

　

〈ストック・オプションとして新株予約権を発行するこ

とについて〉

　当社は、平成21年９月１日開催の当社取締役会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ

き、当社及び当社子会社の取締役及び従業員に対して、

ストック・オプションとして発行する新株予約権（以

下、「本新株予約権という。」）の募集事項の決定を当

社取締役会に委任することについて承認を求める議案

を、平成21年９月29日開催の当社第13回定時株主総会の

議案として付議いたしました。なお、株主の皆様に承認

・可決されることを条件にし、原案どおり承認可決され

ました。

新株予約権の発行要領

 (1)新株予約権の割当てを受ける者

　　　　　当社の取締役及び従業員ならびに当社子会社の取締役

及び従業員のうち当社の取締役会が認めた者に対

して割当てるものとする。

　　 (2)新株予約権の目的たる株式の種類及び数

　　　　　当社普通株式15,000株を上限とする。

　        なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、

次の算式により目的となる株式数を調整するもの

とする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、

当該時点で権利行使されていない新株予約権の目

的となる株式数についてのみ行われ、調整による１

株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　　　　また、本新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」

という。）以降、当社が合併又は会社分割を行う場

合等、付与株式数の調整を必要とするやむをえない

事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を

勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整し、当該時

点で行使されていない新株予約権を合計した調整

後株式数をもって新株予約権
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前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

の目的たる株式数とする。

　　 (3)発行する新株予約権の総数

　　　　　1,500個を上限とする。なお、本新株予約権１個当たり

の目的となる株式数（以下、「付与株数」とい

う。）は10株とする。ただし、上記「(2)新株予約権

の目的たる株式の種類及び数」に定める株式数の

調整を行った場合は、同様の調整を行う。

　　 (4)新株予約権の発行価額

　　　　　金銭の払い込みを要しないものとする。

　　 (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

          各新株予約権１個の行使に際して出資される財

産の価額は、１株当たりの払込金額(以下、「行使価

額」という。) に付与株数を乗じた金額とする。

　　　　　行使価額は、割当日の属する月の前月各日（取引が成

立しない日を除く）における証券会員制法人札幌

証券取引所（アンビシャス市場）における当社普

通株式取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額と

し、１円未満の端数は切り上げるものとする。

　　　　　ただし、その金額が割当日の証券会員制法人札幌証券

取引所（アンビシャス市場）における当社普通株

式取引の終値（取引が成立しない場合はそれに先

立つ直近日の終値）を下回る場合は、割当日の終値

とする。

　　　　　なお、本新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併

合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次

の算式により行使価額を調整し、調整により生じる

１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価

額
=調整前行使価額 ×

１

分割・併合の比率

　また、本新株予約権発行後、当社が時価を下回る発

行価額（株主割当増資を含む）又は処分価額を

もって普通株式を新たに発行し、又は当社の有する

当社普通株式を処分する場合には、次に定める算式

をもって行使価額を調整する。ただし、調整の結果

生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

    既発行株

式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払

込金額

調整後行

使価額
=

調整前行使

価額
×

１株当たりの時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を

行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と

認める行使価額の調整を行うことができるものと

する。

　　 (6)新株予約権の権利行使期間

　　　　　本新株予約権の募集事項を決定する取締役会決
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前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

議日の翌日から２年を経過した日を始期として、そ

の後２年間とする。　

　　 (7)新株予約権の行使の条件

　　　　①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権

者」という。）は、権利行使時において当社又は

当社子会社の取締役又は従業員のいずれかの地

位を有していることを要する。ただし、任期満了

による退任、定年による退職、その他当社取締役

会が正当な理由があると認めた場合はこの限り

ではない。

　　　　②本新株予約権の相続は認めないものとする。

　　　　③その他の条件については、当社取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定めるところによる。

　   (8)新株予約権の取得事由及び消却条件

　　　　　本新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議日の

翌日から２年を経過した日を始期として、その後２

年間とする。

　　　　①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、

当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の

議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承

認されたときは、本新株予約権は無償で取得する

ことができる。

　　　　②本新株予約権は、新株予約権者が上記「(7)新株予約

権の行使の条件」に定める行使の条件に該当し

なくなった場合又は新株予約権者が死亡した場

合は、その新株予約権を無償で取得することがで

きる。

　　　　③その他の条件については、当社取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定めるところによる。

　　 (9)新株予約権の譲渡制限

　　　　　譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締

役会の承認を要するものとする。

　  (10)新株予約権の行使により株式を発行する場合におけ

る増加する資本金及び資本準備金に関する事項

        ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合

において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項に従い計算される資本金等増加限度

額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の

端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの

とする。

　　　　②本新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

いて増加する資本準備金の額は、本項第①号記載

の資本金等増加限度額から本項第①号に定める

増加する資本金の額を減じた額とする。

　  (11)組織再編行為時における新株予約権の取扱い

          当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に

限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当

社が分割会社となる場合に限る。）、又は株
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前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会

社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織

再編行為」という。) をする場合において、組織再編

行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその

効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会

社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を

生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成

立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる

日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成

立の日をいう。以下同じ。）において行使されておら

ずかつ当社により取得されていない新株予約権（以

下「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下

「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ

交付することとする。この場合においては、残存新株

予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに

発行するものとする。

          ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は

株式移転計画において定めることを条件とする。

　      ①交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　　　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の

数をそれぞれ交付する。

　　　　②新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類

　　　　　　再編対象会社の普通株式とする。

　　　　③新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数

　　　　　　組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「(2)新株予

約権の目的たる株式の種類及び数」等に準じて合

理的に決定する。

　　　　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　　　　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財

産の価額は、「(5)新株予約権の行使に際して出資

される財産の価額」に従って定める調整後行使価

額に、上記③に従って決定される当該各新株予約

権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて

得られる金額とする。

　　　　⑤新株予約権の権利行使期間

　　　　　　上記「(6)新株予約権の権利行使期間」の開始日又は

組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、上記「(6)新株予約権の権利行使期間」の満

了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合にお

ける増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　　　　　上記「(10)新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項」に準じて決定する。

　　　　⑦新株予約権の譲渡制限

　　　　　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会

社取締役会の承認を要するものとする。
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前事業年度
（自　平成19年７月１日
至　平成20年６月30日）

当事業年度
（自　平成20年７月１日
至　平成21年６月30日）

　　　 ⑧新株予約権の取得事由及び消却条件

　　　　　 上記「(8)新株予約権の取得事由及び消却条件」に準

じて決定する。その他の条件については、再編対象

会社の条件に準じて決定する。

　  (12)新株予約権の割当日

          当社第13回定時株主総会承認後、別途当社取締役

会が定める日とする。

    (13)新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

          当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を

発行しないものとする。　
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産                             

建物及び構築物 870 － 870 － － 172 －

工具器具及び備品 1,638 － 235 1,403 1,032 369 371

有形固定資産計 2,509 － 1,105 1,403 1,032 541 371

長期前払費用 － 1,005 － 1,005 － － 1,005

  （注）平成21年７月６日の東京本社に対し当事業年度末において事務所移転損失を計上しておりますので、建物及び構

　　　　築物が870千円減少しております。

 

【引当金明細表】

科目

　（千円）

　前期末残高　

（千円）　

　当期増加額

（千円）　

　当期減少額　（千円） 　当期末残高

（千円）　　目的使用 　その他

貸倒引当金 －　 43,416 － 15,600 27,816

（注）貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、当社連結子会社の株式会社アルファ・イノベーションズが貸付金を返

済したことによるものであります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 20

預金の種類     

普通預金 71,905

小計 71,905

合計 71,926

ロ．売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

株式会社プライムファーム 577

株式会社アルファ・テクノロジー 577

株式会社アルファ・イノベーションズ 157

株式会社アクシコ 262

合計　 1,575

(ロ）売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

2,341 19,477 20,244 1,575 92.7 36.69

　（注）当期発生高には消費税等が含まれております。
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②　固定資産

イ．関係会社株式

相手先 金額（千円）

株式会社アルファ・テクノロジー 17,991

株式会社アクシコ 149,991

合計 167,982

ロ．関係会社長期貸付金

相手先 金額（千円）

株式会社アルファ・イノベーションズ 26,616

合計 26,616

ハ．敷金

相手先 金額（千円）

株式会社敷島屋 1,500

ケン不動産リース株式会社 12,571

合計 14,071

③　流動負債

短期借入金

相手先 金額（千円）

株式会社システム・ビット 100,000

山口　正 5,300

合計 105,300

（３）【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス(E05387)

有価証券報告書

100/108



第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 ７月１日から６月30日まで
定時株主総会 ９月中
基準日 ６月30日

剰余金の配当の基準日
12月31日
６月30日

１単元の株式数 －
単元未満株式の買取り ――――――
取扱場所 ――――――
株主名簿管理人 ――――――
取次所　 ――――――
買取手数料 ――――――

公告掲載方法

電子公告とする。ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告をする
ことができないときは、日本経済新聞社に掲載する。
公告掲載URL
http://www.alphatrend-hd.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。　
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、親会社はありません。　

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(１) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第17期）（自　平成19年７月１日　至　平成20年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年９月30日北海

道財務局長に提出

(２) 四半期報告書及び確認書

（第18期第１四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年11月14日北

海道財務局長に提出

（第18期第２四半期）（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年２月13日北

海道財務局長に提出

（第18期第３四半期）（自　平成21年１月１日　至　平成21年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年５月14日北

海道財務局長に提出

(３) 四半期報告書の訂正報告書及び確認書

平成21年１月15日北海道財務局長に提出

（第18期第１四半期）（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の四半期報告書に係る訂正報告書及び

その確認書であります。

(４) 有価証券届出書（第三者割当による新株式発行）及びその添付書類

平成21年７月15日北海道財務局長に提出

(５) 有価証券届出書（第三者割当による新株予約権証券）及びその添付書類

平成21年９月１日北海道財務局長に提出

(６) 臨時報告書

平成21年７月31日北海道財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異

動）に基づく臨時報告書であります。

(７) 臨時報告書

平成21年８月25日北海道財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第14号（連結子会社に

対する訴訟）に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書 
   

  平成20年９月26日

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス   

 取締役会　御中  

フロンティア監査法人 

代表社員

業務執行社員
公認会計士 藤井　幸雄 　　印　　　　　

代表社員

業務執行社員
公認会計士 遠田　晴夫 　印　　

    

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングスの平成19年７月１日から平成20年６月30日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。

 

  当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得た

と判断している。

 

  当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社アルファ・トレンド・ホールディングス及び連結子会社平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１．「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載のとおり、会社は平成19年６月期において営業損

失415,072千円を計上し、当連結会計年度においては272,570千円の営業損失、271,686千円の経常損失、516,204千円

の当期純損失を計上している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企

業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。

２．「重要な後発事象」に記載のとおり、会社は平成20年9月17日の取締役会において、借入金の決議をし、平成20年９

月22日に払込が完了している。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

  （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

  平成21年９月25日

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス   

 取締役会　御中  

フロンティア監査法人 

指定社員

業務執行社員
公認会計士 藤井　幸雄 　　印　　　　　

指定社員

業務執行社員
公認会計士 遠田　晴夫 　印　　
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＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングスの平成20年7月1日から平成21年6月30日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附

属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財

務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

アルファ・トレンド・ホールディングス及び連結子会社平成21年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　追記情報

　１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は３期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計

上し、営業キャッシュ・フローも３期連続でマイナスという状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる

ような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対

する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。

　２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年7月15日に株式会社中小企業助成会を引受先とする第三者

割当による新株式の発行を取締役会において決議し、平成21年7月31日に払込を受けている。

　３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社の連結子会社である株式会社アルファ・テクノロジーは、平成21年8月

5日に株式会社ＡＳＯＣからデジタルコンテンツ事業等を譲り受けている。

　４．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年9月1日開催の取締役会において、平成21年9月29日開催の第

13回定時株主総会に、中小企業共済株式会社を引受先とする第三者割当による新株予約権の発行について付議する

ことを決議している。

　 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アルファ・トレンド・ホー

ルディングスの平成21年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並

びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することがで

きない可能性がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社アルファ・トレンド・ホールディングスが平成21年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は重

要な欠陥があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報

告に係る内部統制の評価基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。

　

　追記情報

　１．内部統制報告書に記載にされている重要な欠陥のある決算・財務報告プロセスにおいて、重要な欠陥を構成した内部

統制上の不備に関連した取引は会社による再検証が行われ、その結果特定した必要な修正はすべて連結財務諸表に

反映されており、財務諸表監査において、当該重要な欠陥の影響を考慮して実施すべき監査手続、実施の時期及び範

囲を決定しているため、これによる財務諸表監査の意見に及ぼす影響はない。

　２．内部統制報告書の付記事項に記載されているとおり、事業年度末日後に会社の連結子会社である株式会社アルファ・

テクノロジーが株式会社ＡＳＯＣから事業を譲り受けており、当該譲受が翌期以降の財務報告に係る内部統制の有

効性の評価に重要な影響を及ぼす可能性がある。

　

　　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

  （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付

する形で別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書 
   

  平成20年９月26日

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス   

 取締役会　御中  

フロンティア監査法人 

代表社員

業務執行社員
公認会計士 藤井　幸雄 印　　 

代表社員

業務執行社員
公認会計士 遠田　晴夫 印　　 

    

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングスの平成19年７月１日から平成20年６月30日までの第17期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

 

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アル

ファ・トレンド・ホールディングスの平成20年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１．「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載のとおり、会社は平成19年６月期において営業損

失41,244千円を計上し、当事業年度においては84,304千円の営業損失、82,649千円の経常損失、588,233千円の当期

純損失を計上している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。

２．「重要な後発事象」に記載のとおり、会社は平成20年9月17日の取締役会において、借入金の決議をし、平成20年９

月22日に払込が完了している。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

  （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書 
   

  平成21年９月25日

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス   

 取締役会　御中  

フロンティア監査法人 

指定社員

業務執行社員
公認会計士 藤井　幸雄 印　　 

指定社員

業務執行社員
公認会計士 遠田　晴夫 印　　 

    

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社アルファ・トレンド・ホーディングスの平成20年7月1日から平成21年6月30日までの第18期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アル

ファ・トレンド・ホーディングスの平成21年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　追記情報

　１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は３期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計

上している状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由

については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実

性の影響は財務諸表に反映されていない。

　２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年7月15日に株式会社中小企業助成会を引受先とする第三者

割当による新株式の発行を取締役会において決議し、平成21年7月31日に払込を受けている。

　３．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年9月1日開催の取締役会において、平成21年9月29日開催の第

13回定時株主総会に、中小企業共済株式会社を引受先とする第三者割当による新株予約権の発行について付議する

ことを決議している。

　

　　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

  （注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する

形で別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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